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研究要旨 

効果的な訪問栄養食事指導等の体制整備にむけて，訪問栄養食事指導の事例を収集し，訪

問栄養食事指導の実施方法，栄養面での改善効果，その他の改善効果，実施上の課題につい

て抽出した。また，第 8 次医療計画において，訪問栄養食事指導の記載や「その他の医療従事

者」の記載において管理栄養士が記載されたことにあわせて，各都道府県の医療計画における

記載状況をまとめた。 

その結果，訪問栄養食事指導の事例の報告においては，体重増加，摂食量の増加，アルブミ

ンの改善，経口移行などの栄養面での改善が見られた。また，自立の改善，QOL の改善，介護

者の負担軽減などの栄養面以外の効果についての記載も多かった。一方で，課題としては介入

初期や看取り期における訪問回数が月 2回では不足すること，本人や介護者，他の職種が管理

栄養士による訪問により何をするかが理解されていないことが挙げられていた。また，訪問に回

ることができる管理栄養士の不足も指摘されていた。 

医療計画においては，訪問栄養食事指導や実施している事業所の記載は少なく，体制整備

や連携の必要性の記載が多かった。医療従事者としての管理栄養士については，現状値につ

いては多くの都道府県で記載しているが，配置率の向上，資質の向上などの目標値については

具体性が低かった。課題においても，研修会の実施，他の職種との連携の在り方に関する記載

が多かった。医療計画に訪問栄養食事指導や管理栄養士の記載があることによる問題提起の

意義は大きいが，他の訪問（看護，歯科，リハビリテーション，薬剤管理）に比べると記載が少なく，

具体性が乏しいため，今後，より具体的な計画作成が必要と考えられる。 

 

A. 背景と目的 

効果的な訪問栄養食事指導等の体制

整備にむけて，これまでに報告された訪問

栄養食事指導等の体制及び効果に関す

る国内のエビデンスを収集し，今後の体制

整備の検討のための資料を構築する。 

第 8次医療計画においては，「医療体

制の構築に必要な事項の目指すべき方向

性」において，「訪問栄養食事指導」に関

する記載がされた。また，「医療従事者の
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現状と目標」の記載において，「その他の

医療従事者」の項目において，放射線技

師などに列挙して管理栄養士が記載され

た。それらを踏まえ，各都道府県の医療計

画における訪問栄養指導や管理栄養士に

関する記載について整理する。 

 

B. 方法 

① 事例収集 

医学中央雑誌及び厚生労働科学研究

データベースにおいて検索を行った。医

学中央雑誌における検索期間は 2000～

2024 年，言語は日本語または英語とし

た。検索用語は（ヒト/TH or CK=ヒト），

（在宅/AL or 居宅/AL or 訪問/AL），

（在宅ケア機関/TH or 在宅介護支援サ

ービス/TH or 在宅医療/TH or 在宅介

護/TH or 家族介護者/TH or (在宅療養

支援診療所/TH or 在宅療養支援診療所

/AL)），（（栄養生理学的現象/MTH or 栄

養指導/MTH or 栄養管理/MTH or 栄養

障害/MTH or 訪問栄養食事指導/AL or 

訪問栄養指導/AL），自己管理/TH or チ

ーム医療/TH or 多部門連携/TH or 多

機関医療協力システム/TH or 専門職の

役割/TH or 保健医療従事者/TH or 人

間関係/TH or 患者ケア計画/TH or 人

員配置と勤務計画/TH or 専門職連携教

育/TH or 患者ケアの連続性/TH or コ

ミュニケーションメディア/TH or 改善

/AL or 有効/AL），（"結果と過程の評価

(保健医療)"/TH or 医療中断患者/TH 

or 問題解決/TH or (実態調査/TH or 実

態調査/AL) or 事例/AL or 症例/AL or 

実態/AL or サポート/AL or 介入/AL or 

取組/AL or 取り組み/AL or ("練習(心

理学)"/TH or 実践/AL) or 負担軽減

/AL or 課題/AL or 苦慮/AL or 困難

/AL or 予後因子/AL or 不利益/AL or 

要因/AL or 問題/TI），（災害/TH or 妊

産婦の健康/TH or 母乳栄養/TH or 小

児栄養生理学的現象/TH or 母性栄養生

理学的現象/TH or CK=胎児 or CK=新生

児 or CK=乳児(1～23 ヶ月) or CK=幼児

(2～5) or CK=小児(6～12) or CK=青年

期(13～18) or CK=妊娠）とした。対象

の資料には原著論文と症例報告を含め

た。 

厚生労働科学研究データベースで

は，("栄養指導" OR "栄養管理" OR "

在宅静脈栄養" OR "栄養管理-静脈-在

宅" OR "栄養療法-在宅-経静脈" OR "

栄養療法-在宅非経腸" OR "栄養療法-

静脈-在宅" OR "栄養療法-中心静脈-

在宅" OR "栄養療法-非経腸-在宅" OR 

"在宅栄養管理-静脈" OR "在宅栄養療

法-非経腸" OR "在宅経静脈栄養" OR 

"在宅静脈栄養管理" OR "在宅非経口

栄養(在宅静脈栄養)" OR "静脈栄養-

在宅" OR "非経口栄養-在宅(在宅静脈

栄養)" OR "在宅経腸栄養" OR "栄養

管理-経腸-在宅" OR "栄養療法-経腸-

在宅" OR "栄養療法-在宅-経腸" OR "

経管栄養-在宅" OR "経腸栄養-在宅" 

OR "経腸栄養療法-在宅" OR "在宅栄

養管理-経腸" OR "在宅栄養療法-経腸

" OR "在宅経管栄養" OR "在宅経管栄

養法" OR "在宅経腸栄養管理" OR "在

宅経腸栄養法" OR "在宅経腸栄養療法

" OR "在宅成分栄養経管栄養法" OR "

在宅成分栄養法" OR "在宅非経口栄養

(在宅経腸栄養)" OR "非経口栄養-在
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宅(在宅経腸栄養)" OR "居宅療養管理

指導" OR "訪問栄養食事指導" OR "訪

問栄養指導" OR "栄養生理学的現象" 

OR "栄養障害")，（"意思決定" OR "イ

ンフォームドコンセント" OR   "イン

フォームド･コンセント" OR "ムンテ

ラ(インフォームドコンセント)" OR "

ムントテラピー(インフォームドコン

セント)" OR "患者の同意" OR "告知

同意" OR "説明と同意" OR "説明義務

(インフォームドコンセント)" OR "説

明責任(インフォームドコンセント)" 

OR "説明･告知と同意" OR "通知同意" 

OR "同意(患者の同意)" OR "同意(被

験者の同意)" OR "被験者の同意" OR 

"生活の質" OR  "QOL" OR "いのちの

質" OR "クォリティオブライフ" OR "

クオリティオブライフ" OR "クオリテ

ィ･オブ･ライフ" OR "人生の質" OR "

生活の張り" OR "生命の質" OR "個人

的満足" OR "自立生活" OR "自立支援

" OR "自立生活支援" OR "介護負担" 

OR "患者心理" OR "患者の気持ち" OR 

"患者の思い" OR "患者の心理" OR "

患者の想い" OR "精神状態(患者心

理)" OR "口腔ケア" OR "オーラルケ

ア" OR "口腔機能管理" OR "口腔清拭

" OR "口腔清掃(口腔ケア)" OR "口腔

内ケア" OR "口腔内清掃(口腔ケア)" 

OR "歯の清掃(口腔ケア)" OR "歯口清

掃(口腔ケア)" OR "清拭-口腔"）及び

（"患者ケア計画" OR "ケアプラン-看

護" OR "患者医療看護計画" OR "患者

医療計画" OR "看護ケアプラン" OR "

看護計画" OR "治療計画(患者ケア計

画)" OR "療養計画"  OR "チーム医療

" OR "インターディシプリナリー保健

医療チーム" OR "チームアプローチ" 

OR "医療チーム(チーム医療のため

の)" OR "医療連携(チーム医療)" OR 

"患者ケアチーム" OR "患者医療チー

ム" OR "患者介護チーム" OR "協働

(チーム医療)" OR "多職種医療チーム

" OR "多職種連携" OR "保健医療サー

ビスチーム" OR "連携(チーム医療)" 

OR "多部門連携" OR "コラボレーショ

ン(多部門連携)" OR "セクター間協力

" OR "協働(多部門連携)" OR "協同事

業(多部門連携)" OR "多職種連携(多

部門連携)" OR "多部門協働" OR "多

分野協働" OR "多分野連携" OR "多領

域協働" OR "多領域連携" OR "部門間

協力" OR "連携(多部門連携)" OR "多

機関医療協力システム" OR  "医療関

係機関連携" OR "医療機関のネットワ

ーク(医療協力システム)" OR "医療機

関ネットワーク(医療協力システム)" 

OR "医療機関連携" OR "医療連，日本

農村医学会雑誌携(多機関医療協力シ

ステム)" OR "医療連携システム" OR 

"多病院協力システム" OR "病院連携" 

OR "病病連携" OR "連携(多機関医療

協力システム)" OR "人間関係" OR  "

医療従事者間人間関係" OR "協働(医

療従事者間人間関係)" OR "職種間人

間関係" OR "人間関係-医療従事者間" 

OR "人間関係-専門職間" OR "専門家

間相互作用" OR "専門職間関係" OR "

専門職連携(専門職間人間関係)" OR "

多職種間人間関係" OR "多職種間連携

(専門職間人間関係)" OR "多職種連携

(専門職間人間関係)" OR "連携(医療
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従事者間人間関係)" OR "連携(専門職

間人間関係)" OR "専門職連携教育" 

OR "コミュニケーションメディア" OR 

"遠隔医療" OR "遠隔診療" OR "遠隔

カウンセリング" OR "教材" OR "電子

メール" OR "電話" OR "情報技術" OR 

"ICT" OR "自己管理" OR "自己検査" 

OR "血糖自己測定" OR "自己投薬" OR 

"自己投与" OR 患者ケアの連続性 OR 

地域リハビリテーション OR 通所リハ

ビリテーション OR 訪問リハビリテー

ション OR 移行期ケア OR 退院指導）

で検索した。 

さらに日本健康・栄養システム学会

誌，日本呼吸ケア・リハビリテーショ

ン学会誌，日本創傷・オストミー・失

禁管理学会誌，武庫川女子大紀要（自

然科学），フードシステム研究，日本医

療・病院管理学会誌，医療の質・安全

学会誌，日本調理科学会誌，日本食品

工学会誌，口腔・咽頭科，生活学論叢，

マーケティングジャーナル，名古屋文，

理大学紀要，日本看護科学会誌，日本

在宅ケア学会誌，日本地域看護学会誌，

日本老年看護学会誌（老年看護学），看

護科学研究，看護学研究紀要，看護学

総合研究，看護ケアサイエンス学会誌，

看護経済・政策研究学会誌，看護学実

践研究学会誌，看護総合科学研究会誌，

看護と情報，日本在宅看護学会誌，日

本在宅医療連合学会誌，看護教育学研

究，リハビリテーション栄養，臨床栄

養，日本静脈経腸栄養学会雑誌，歯界

展望，栄養学雑誌，科学研究費助成事

業 研究成果報告書，作業療法，保健

医療学，日本予防理学療法学会の各雑

誌についてはハンドサーチを実施した。 

それらの内容を介入対象者，介入者，

介入内容，栄養面に関する効果，栄養

面以外の効果および課題等についてエ

ビデンステーブルを作成した。 

② 医療計画 

各都道府県庁のホームページから，

医療計画の資料をダウンロードし，在

宅患者訪問栄養食事指導（医療保険）

を受けた患者数，管理栄養士による居

宅療養管理指導（介護保険）を受けた

患者数，訪問栄養食事指導を実施して

いる事業所，訪問栄養食事指導のため

の体制整備，管理栄養士の現状値・目

標値・課題に関する記述についてまと

めた。 

 

C． 結果  

① 事例収集 

医学中央雑誌の検索により 449 件が

抽出され，タイトルとアブストラクトによっ

て 115 件を抽出した。その後，全文の確

認により 30件を採用した。厚生労働科学

研究のデータベースからは 61 件が抽出

され，タイトルとアブストラクトから 5件を抽

出した。全文の確認により 1 件が採用さ

れた。また，ハンドサーチから 31 件が抽

出された。それらの文献は学会誌 40件，

紀要 6 件，専門誌 12 件，報告書 4 件で

あった。 

最終的に採択された文献についての

エビデンステーブルを表 1～4に示す。 

対象者の年代は男女ともに高齢者が

多く，年齢も幅も広かった。低栄養が多

いが，認知症，糖尿病のコントロール困

難，腎症，摂食嚥下機能低下などであっ
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た。 

訪問栄養食事指導の事例のため，管

理栄養士が訪問しているが，毎回ではな

くても医師，歯科医師，看護師，歯科衛

生士，理学療法士，作業療法士，介護支

援専門員，ヘルパーなどの他職種と同時

に訪問をしている例もみられた。一方で，

今回はレビュー対象として採択しなかっ

たが，看護師や歯科医師など他職種が

栄養食事指導を行った事例の報告も見

られた。 

訪問頻度は，月 1回未満の場合から，

制度にあわせて月２回，あるいはクリニッ

クのサービス等を活用する週１回の訪問

がみられた。訪問の間に電話相談などに

よる支援や，他職種との連携によるサポ

ートの事例がみられた。介入内容では，

食形態の工夫，食事指導，適した食品の

紹介，補助食品の紹介，口腔ケア，本人

あるいは介護者への調理指導，配食サ

ービスの内容変更，通所施設の昼食の

変更の提案など多岐にわたっていた。 

栄養面の改善では，体重増加，摂食

量増加，Alb 改善，MNA-SF などの栄養

指標の改善，HbA1c の改善，経口摂取

への移行，たんぱく質摂取量の増加など

の栄養素摂取量の増加，食形態の向上

などがみられた。栄養面以外の改善では，

外出頻度の増加，意欲の向上，安心感

（心理的負担の軽減），介護者の負担軽

減，褥瘡の改善，日常生活の自立，表情

が豊かになる，会話が増える，家族との

食事機会の増加，投薬量の減少など，本

人の QOL や健康状態の改善だけでなく，

介護者のQOL改善にも有効な事例がみ

られた。 

一方で，課題として挙げられた内容に

は，他職種が管理栄養士の業務内容の

理解が不十分，問題が複雑なため多職

種での介入が必要，制度上の月２回の訪

問では不足，地域の在宅ネットワークや

訪問看護ステーション・医師会・歯科医

師会などとの連携の必要性，本人や介護

者が管理栄養士の介入内容を理解して

いない，栄養補助食品が実費負担にな

るので導入が困難，介護支援専門員の

訪問食事栄養指導への理解不足，事例

によっては時間を要し採算があわないな

どが挙げられた。 

 

② 医療計画 

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療

体制について（最終改正  医政地発

0629 号第 3 号）R5.6.29」における「第 2 

医療体制の構築に必要な事項 １．目指

すべき方向性」の「⑥訪問栄養食事指導」

について各都道府県の医療計画の状況

を表 5に示す。 

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療

体制について（最終改正  医政地発

0629 号第 3 号）R5.6.29」における「第 2 

医療体制の構築に必要な事項 １．目指

すべき方向性」の「⑥訪問栄養食事指導」

について各都道府県の医療計画の状況

を表 5 に示す。国の医療計画では，医療

保険の訪問栄養食事指導や介護保険に

おける居宅療養管理指導を受けた対象

者数の目標をあげている。また，訪問栄

養食事指導や居宅療養管理指導に対応

できる施設数の実態を示し，都道府県ご

とに差があることを示している。今回，訪

問栄養食事指導を受けた患者数の記載

21



 

があった都道府県は 17 都道府県，居宅

療養管理指導を受けた患者数の記載が

あった都道府県は 4 都道府県にとどまっ

た。また，実施している事業所数につい

ての記載は，16都道府県であり，さらに 4

県は栄養ケア・ステーション数のみを記

載していた。今後については，必要性や

今後推進するという記載，多機関での連

携の必要性，栄養ケア・ステーションとの

連携あるいは活用の必要性，多職種連

携の必要性，体制の整備，訪問栄養食

事指導の周知，訪問に対応できる十分な

人材確保，栄養士・管理栄養士の資質

の向上などが見られた。 

また，「医師の確保及び医療従事者

（医師以外）の確保」における管理栄養

士についての現状値，目標値，課題に関

する記載について表６に示す。現状値に

ついては，多くの都道府県において記載

があり，病院・診療所に勤務している栄養

士・管理栄養士数，行政栄養士数，特定

給食施設における管理栄養士の配置の

状況などの記載があった。一方で，目標

値については，栄養士・管理栄養士の配

置率の向上として具体的な数値を記載し

ている都道府県もあるものの，記載のな

い都道府県が多かった。課題等の記載

では，栄養士・管理栄養士の必要性は記

載しているものの，全体的に研修会の実

施による資質の向上やネットワーク構築

や多職種連携の機会の増加，需要動向

や現状の把握により配置をすすめるなど

が見られた。 

 

D． 考察 

事例収集では，学術誌における論文

のみでなく，事例報告や専門誌，紀要，

報告書などを含めて事例を収集した。パ

ブリケーションバイアスがある可能性は高

いが，報告されている事例では，摂食量

の増加，体重増加，経口移行，Alb の増

加などの栄養改善の効果が見られた。自

立度の向上やQOLの改善，意欲の向上

など栄養面以外の効果も多数，報告され

ており，さらに調理や食事の提供方法の

工夫により介護者の負担の軽減にもつな

がっていた。訪問や実際の介入において

は，多職種の連携の重要性が指摘され

ており，実際に食事を準備するヘルパー

との連携や通所施設の食事，配食サー

ビスなど様々な事業との連携事例がみら

れている。実施した中での課題としては，

特に介入初期や看取りにおいては，月 2

回の訪問では不十分で，クリニックのサ

ービスなどとして多くの回数の訪問をして

いる事例がみられ，時期に応じた訪問回

数の対応ができるような柔軟性が必要で

あった。今回は，レビューの対象として最

終の選択論文として残していないが，看

護師，歯科医師，薬剤師などの他の職種

による訪問における栄養指導事例の報

告もみられた。訪問回数の少なさを他の

職種との連携によって補える可能性も考

えられる。訪問での栄養の介入を実施す

るためには，本人や介護者における管理

栄養士の介入の理解不足（何をしてくれ

るかわからない）や他の職種も管理栄養

士の介入の役割の認識が不足している

例や訪問に回れる管理栄養士の不足も

指摘されており，訪問栄養食事指導を進

めていくためには，多職種の連携や理解

とともに，管理栄養士がどこに何人配置さ
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れるかも検討が必要と考えられた。 

国の医療計画において，今回，訪問

栄養指導に関する記述や他の医療職と

して栄養士・管理栄養士が明記された。

それに伴う都道府県の医療計画におけ

る記述では，在宅患者訪問栄養指導，居

宅療養管理指導，訪問栄養指導を実施

している事業所数の具体的な記述はまだ

少なかった。医療保険，介護保険での患

者数はデータとしては存在しているはず

であるが，記入のない都道府県が実施を

していないのか，保険申請の件数を医療

計画に掲載しようとしなかっただけなのか

は不明である。しかし，訪問看護，訪問

歯科診療，訪問薬剤管理指導，訪問リハ

ビリテーションなどに比べると訪問栄養指

導の記載は少なく，訪問栄養指導の認

知，重要性の認識の低さが感じられた。

課題等については，国の医療計画の記

載に準じて，体制整備や人材育成などが

記載されているが，いずれも他の訪問の

事業に比べると具体性が低かった。医療

計画に訪問栄養指導が記載されたことに

よる影響は大きいと思われるが，現時点

では具体的な目標や計画を立てることが

困難であったと推測される。 

医療従事者としての栄養士・管理栄

養士については，現状値は記載があるも

のの，目標値の記載は少なく，課題等に

ついても研修会の実施などの記載であっ

た。人材不足については，医師や看護師

の問題が大きく取り上げられており，栄養

士・管理栄養士については，配置率の向

上は検討しているものの，人数の記載は

少なく，まだ具体的な配置目標はないと

考えられる。しかし，各都道府県の医療

計画においては，栄養士・管理栄養士と

う小項目を挙げている都道府県と，その

他の医療従事者とまとめられている場合

が見られる。しかし，国の医療計画にお

いて，その他の医療従事者の一部では

あるものの，臨床放射線技師などに併記

して管理栄養士が具体的に示されるよう

になったことにより，多くの都道府県で少

なくとも管理栄養士についても何らかの

記載をしているものと考えられる。 

 

E． 結論 

訪問栄養食事指導の事例収集及び各

都道府県における訪問栄養指導及び医療

従事者としての管理栄養士に関する記載

について収集した。実際の訪問栄養食事

指導の事例は現時点では限られるものの

必要性の認識は高いと考えられる。しか

し，実際の実施に向けては管理栄養士に

よる訪問栄養食事指導により何が可能なの

かを患者本人や他の職種に理解していた

だく工夫や他の職種との連携の在り方など

の体制整備が必要と考えられた。 

 

F．健康危険情報 

なし 

 

G研究発表 

１．論文発表 

無し 

 

２．学会発表 

無し 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

該当なし 

I . 参考文献 
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

大井裕子，菊谷 武，田中公

美

在宅療養中の終末期

がん患者の食欲不振

に対する症状緩和と

栄養サポートにより

経口摂取量が増加す

る可能性に関する考

察

日本在宅医療連合学

会誌
2024 5(2) 52-56

訪問診療を開始し看

取りまで診療した終

末期がん患者を対象

に，食欲不振や経口

摂取量減少の実態に

ついて後方視的調査

を行った。

 112名（男性59名，女性53名），

平均年齢74歳
記載なし

緩和ケアを勧められた人を対象に

訪問診療を開始，看取りまで診療
十分な症状緩和と食形態の工夫 54例で経口摂取量が増加

経口摂取が継続できた患者は有意

に生存期間が長かった

筧 慎吾, 斉藤礼子, 安田淑

子, 中嶋祐介, 若林秀隆

新宿区における、医

療介護一体的事業に

おける理学療法士の

かかわり

日本予防理学療法学

会 学術大会プログラ

ム・抄録集

2024 157 症例報告

86歳男性。総合事業対象者。運動

デイサービス週1回通所し，妻を

自宅介護していた。運動には熱心

だが食への意欲は低く，自分より

妻を心配していた。

保健師，管理栄養

士，歯科衛生士，理

学療法士

高齢者の低栄養防止・重症化予防

の目的とし，国保データベ ースか

らハイリスク者 (BMI 20以下かつ

６か月で体重減少の自覚または前

年度体重比較－2㎏)を抽出し，訪

問指導による個別支援を行った。

3か月間で初回・中間・最終の３

回の介入を行った。

低栄養の原因分析，具体的な目標

設定，生活に即した食事指導，栄

養を加味した運動プログラム等

介入後，体重は維持，下肢周囲長

0.3㎝増加，食事量摂取は増えた。

妻と自宅で運動を一緒に行う行動

変化がみられた.。

筧 慎吾, 斉藤礼子, 安田淑

子, 中嶋祐介, 若林秀隆

新宿区における、医

療介護一体的事業に

おける理学療法士の

かかわり

日本予防理学療法学

会 学術大会プログラ

ム・抄録集

2024 157 症例報告

80歳男性。要支援２。運動デイ

サービス週2回通所していた。体重

は3年間で10kg減少し，BMI 18.

７，Hb 9.4。妻からは「食べてい

るけど痩せていく，家でできる運

動も知りたい」と希望があった。

保健師，管理栄養

士，歯科衛生士，理

学療法士

高齢者の低栄養防止・重症化予防

の目的とし，国保データベ ースか

らハイリスク者 (BMI 20以下かつ

６か月で体重減少の自覚または前

年度体重比較－2㎏)を抽出し，訪

問指導による個別支援を行った。

3か月間で初回・中間・最終の３

回の介入を行った。

低栄養の原因分析，具体的な目標

設定，生活に即した食事指導，栄

養を加味した運動プログラム等

介入後，体重は0.8㎏増加し食事量

摂取は増加した。

理学療法士は「食事はとれている」という本人

の訴えと実際は乖離する可能性を考慮する必要

がある。また，生活に基づいた栄養指導と運動

指導においては，低栄養の原因を多職種で協議

し，適切な介入が必要である。

蘭 直美, 川島 和代

在宅で生活する認知

症高齢者の食べる意

欲を大切にした多職

種による食支援

老年看護学 2024 28(2) 97-105 実践事例報告

80歳代後半女性，アルツハイマー

型認知症，糖尿病，高血圧，高コ

レステロール血症

老人看護専門看護

師，管理栄養士，摂

食嚥下障害看護認定

看護師

8か月中に5回

食形態の変更，配食業者における

嚥下食の確認，とろみ調整，滑り

止めマットの使用，MCTオイルの

使用

Alb改善，KTBCの栄養状態改善，

食べたい料理の食べれる形態の検

討

食事の姿勢の改善

看護師，管理栄養士，介護職員の顔のみえる関

係性の構築が重要，定期カンファレンスに介護

支援専門員が参加していないことが情報共有を

遅らせた。

岡田 圭子, 濱嵜 朋子, 角田

聡子, 朴 祇佑, 茂山 博代, 片

岡 正太, 山田 志麻, 酒井 理

恵, 芹田 千穂, 白木 光, 星野

行孝, 相良 献, 廣島屋 貴俊,

岩﨑 正則, 青佐 泰志, 松本

研一, 石田 昌嗣, 出水 幹夫,

平良 祥, 大津 ナツミ, 倉富

慶太郎, 金光 真由美, 末永

公恵, 川端 真純, 田利 ひさ

み, 辻本 利美, 園田 まち子,

夕田 光, 鳥井 寛子, 伊藤 美

保子, 亀甲 真奈美, 中野 渚,

筒井 修一, 安細 敏弘

豊前市口腔ケアプロ

ジェクトにおける栄

養評価の取り組みと

その成果

栄養学雑誌 2023 81（1） 40-49 実践活動報告
65歳以上の207人（男性73人，女

性134人）

歯科医師，歯科衛生

士，管理栄養士
訪問指導（最大6回）

口腔ケア，口腔体操（あいうべ体

操等），ブラッシング，唾液腺

マッサージ，栄養指導

有意差はなかったが，MNA-SF評

価における栄養状態良好の者の割

合が増加した。

骨格筋指数と骨格筋量の平均値が

有意に増加した。

歯科と栄養の協働チームおよびシステムづくり

が今後の課題である。歯科医師会と医師会，薬

剤師会，栄養士会および高齢者施設との連携を

密にする必要がある。また，事業継続のために

管理栄養士の確保を見据えたシステムづくりが

大切である。

坂下宗祥，堀江翔，水上匡

人，弥郡優加里，長谷剛志

アルツハイマー型認

知症を呈した終末期

の誤嚥性肺炎再燃患

者・家族への

Transdisciplinary

approach による食

支援

作業療法 2023 42(6) 801-808

誤嚥性肺炎により入

院し自宅退院となっ

たアルツハイマー型

認知症を呈した肺癌

終末期患者に対し

て，訪問リハビリ

テーションを実施し

た症例報告

 70 歳代男性 作業療法士 在宅への訪問，47日間で計６回

Transdisciplinary approachの概念

を基に栄養，姿勢ポジショニン

グ，食事介助，口腔ケアの方法に

関する様々な食支援を実施した

退院時より2kgの体重増加を認

め，栄養状態の改善が得られた

褥瘡の発生を防ぐことができた．

明らかな食事中のむせはなかった

熊谷琴美

伊藤勇貴

岡田希和子

がん患者の消化管閉

塞に対する訪問栄養

食事指導の取組み

日本在宅医療連合学

会誌

2023 Vol.4

No.1

28-31 40歳代男性

十二指腸癌腹膜播種(Stage IV：

T4N0M1）.

穿孔性腹膜炎, 十二指腸ステント

留置後, 両側水腎症（左腎瘻造設

後）, CVポート造設後.

在宅医師、訪問看護

師、管理栄養士

在宅医師、訪問看護師との連携の

もと、管理栄養士による訪問栄養

食事指導(経口摂取と経静脈栄養管

理）

9日間、固形食を安全に食べる支

援

摂取エネルギー量、タンパク質

量、脂質量の増加、食べることで

元気がでてきた。

中村育子

前田佳予子

田中弥生

本川佳子

水島美保

前田玲

終末期の在宅療養者

に対する在宅訪問栄

養食事指導の介入効

果の検討

日本在宅医療連合学

会誌

2023 Vol.4

No.2

19-27 終末期の在宅療養者

に対する在宅訪問栄

養指導の介入効果を

明らかにする、後方

視研究、管理栄養士

192名を対象とした

アンケート調査

管理栄養士、PT、

OT、ST

在宅訪問栄養食事指導(食支援） 管理栄養士、歯科医師、歯科衛生

士、看護師、PT、OT、STにより

嚥下リハ

専門職からの提案や情報提供

最期に好物を食べることができた がん群、非がん群ともに、介護者

の食事作りの負担軽減

表１　レビューのまとめ（学術誌）
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

島田　和美 腎機能の低下を少し

でも遅延させ、最後

まで自炊をしながら

自宅で過ごすための

支援

日本在宅栄養管理学

会誌

2023 Vol.10

No.2

205-208 事例報告 90歳　女性　独居　要介護2

15年前に慢性腎臓病と診断。2年

前に原因不明の発熱で入院し、

ADL低下となり介護老人保健施設

に入所。1年前に本人の希望によ

り自宅療養再開となる。その後急

激な腎機能低下に伴い、浮腫が悪

化したことから主治医よりケアマ

ネージャーに栄養士の介入につい

て相談があり、当薬局に問い合わ

せを受け訪問開始となる。

管理栄養士1名、訪

問看護師、ケアマネ

ジャー

訪問栄養指導 栄養アセスメント、栄養問題の査

定、栄養ケア計画作成、栄養ケア

の実施、多職種連携

体重の減少(改善）、浮腫の減少 家族の協力を促進

伊藤 清世
本人と妻の想いをか

なえる食形態調整

日本在宅栄養管理学

会誌
2023 9(3) 213-216 実践事例報告 70歳男性，進行性核上性麻痺

ケアマネージャー，

看護師，管理栄養士
月2回

栄養補助食品の提案，飲み込みや

すい食品の指導，看護師による体

重測定，リハビリテーション時の

水分摂取管理

摂取量の増加，体重減少ペースの

低減
家族で食事を楽しめる機会の増加

本人や家族が発症前の食事のイメージを強く

もっていたことが食事変更を難渋させた。

深澤幸子，山下雅世，濱田

真理，笠岡（坪山）宣代

管理栄養士に寄る災

害時の栄養支援活動

について～食べるこ

とは生きること～

外科と代謝・栄養 2022 56（1） 6-10

東日本大震災、熊本

大地震等における管

理栄養士の災害対応

について（JDA-

DAT)

不明 管理栄養士 被災者支援 食支援
不足する栄養素、要配慮者への食

支援を実施。改善効果は不明。
不明 不明

椛田　冴美，阿部　紗季，

岩中　南，今村　皆絵，綱

田　英俊，渡邉　光雄，

塩田　浩二，関　善弘，濱

田　和枝，神谷ゆかり，上

三垣かずえ，平野　健二

在宅療養者への栄養

支援介入における

薬局管理栄養士の活

用の検討

～地域医療資源とし

ての認知度と介入効

果向上への取り組み

～

日本在宅栄養管理学

会誌
2022 9(2) 147-152

薬局管理栄養士によ

る栄養指導記録の解

析

男性63名，女性23名，60～90歳

代，うち3か月以上の継続実施例

42名を解析

薬局管理栄養士が歯

科医師，医師，訪問

看護師，家族等の依

頼により，本人の同

意，主治医からの指

示，介護支援専門員

によるケアプランへ

の導入の元実施

訪問回数は3年間で施設188回，個

人宅420回

個別の訪問回数は不明。施設又は

自宅への訪問による指導

低栄養者・嚥下食利用者の体重増

加，糖尿病食利用者のHbA1Cの改

善，腎臓病食利用者のeGFRの改

善，透析利用者・肝臓病食利用者

のAlbの改善

活動当初の課題としては在宅訪問栄養指導をす

る管理栄養士についての認知不足と管理栄養士

自身の知識，スキル不足。他職種が栄養士が何

をしてくれるか認識不足。栄養士の介入が必要

な対象者についての理解不足。

長谷川 陽子, 吉田 美香子,

峰松 健夫, 服部 尚子, 真田

弘美

側頭部エコーによる

栄養モニタリングを

用いて在宅栄養管理

を行った重度褥瘡患

者の1症例

日本創傷・オスト

ミー・失禁管理学会

誌

2022 26（4） 384-390

重度褥瘡患者に対し

て側頭部エコーを用

いた在宅栄養管理症

例報告

90歳、女性、仙骨部褥瘡

DESIGN-R24点

管理栄養士の訪問，

および看護師と同行

訪問をしているかは

不明

在宅への訪問 食支援、アセスメント評価 体重、側頭筋厚、Alb増加 褥瘡治癒 不明

松永 理恵

夫が社会資源の活用

を拒んだ高齢夫婦の

暮らしを栄養面から

サポートした1例

日本在宅栄養管理学

会誌
2022 9(2) 153-156 実践事例報告

92歳女性，要介護2，低栄養・低

体重

医師，薬剤師，理学

療法士，看護師，管

理栄養士

月2回，5か月
栄養補助食品の活用，食材に関す

る知識の増加，嚥下体操の実施
摂取量の増加，ALBの改善，

医師の指示により訪問を開始したが，当初は介

護者が栄養士の意味を理解できていなかったた

め，信頼関係の構築が必要であった。

熊谷琴美

大森美穂

坂井田栄子

長尾強志

伊藤勇貴

葛谷雅文

岡田希和子

地域包括支援セン

ター利用者における

栄養指導効果の検討

日本在宅医療連合学

会誌

2021 Vol.2

No.2

9-18 地域包括支援セン

ター要支援・総合事

業対象者33名への観

察疫学研究（前後比

較）

要支援・総合事業対象者33名 管理栄養士 管理栄養士の栄養指導 身体計測、握力、栄養評価、フレ

イル・インデックス、栄養指導

MNA®SFで有意な改善、フレイ

ル・インデックスも有意な改善、

たんぱく充足率の有意な増加、体

重減少率の減少者の増加

SF-8　主観的健康感、自己効力感

で有意に増加した

清水　　恵，河田　萌生，

大橋　由基，原田　祐輔，

鈴木優喜子，

久篠　奈苗，下田　信明，

尾﨑　章子

在宅療養および施設

入居要介護高齢者へ

の栄養士の

個別訪問を含む多職

種による栄養サポー

トの効果

システマティックレ

ビューとメタアナリ

シス

日本在宅ケア学会誌 2021 Vol.24

No.2

42-51 システマティックレ

ビュー、和英文献

データベースを用い

て 2019 年 1 月に検

索を行い，

①ランダム化比較試験，②対象者

が在宅療養中または高齢者施設入

居中の 65 歳以上の要介護高齢

者，

を適格基準とした文献を評価した

③介入内容が，多職

種ケアのなかに栄養

士による対象者への

個別訪問を含んでい

る，④対照となるケ

アが，栄養士による

対象者への個別訪問

を含まない，

栄養士の個別訪問を含む多職種(看

護師、PT、OTら）によるケア

栄養状態のアセスメント、栄養ケ

アプラン作成、自宅訪問、食事へ

の個別の指導・カウンセリング

介入群では，体重の増加または減

少防止，栄養摂取状況の改善が有

意であった

介入群では、生活の質（QOL）の

向上が有意であった

本研究では，和・英文以外の文献を検討してい

ない．介入の性質上，参加者と研究者の実行バ

イアスを排除できず，バイアスリスクの高い

RCT が複数含まれた統合結果であったことは限

界である．各アウトカムについて報告文献数が

少なく，今後新たな研究が加わることにより結

果が変わる可能性が否めない．出版バイアスを

検討することができなかった

谷中田修右 リハビリテーション

栄養ケアプロセス実

践例④：在宅

在宅1おける進行性

核上性麻痺利用者

の栄養管理

日本リハビリテー

ション栄養学会誌

2021 Vol.5

No.2

151-155 事例報告 PSPの73歳の男性．既往歴は喉頭

がん摘出と

永久気管孔（58歳），肝臓血腫

（59歳），左鎖骨脱

臼骨折（71歳））で，67歳時に

PSPと診断された．

訪問看護ステーショ

ンの訪問看護師とデ

イケアでの理学療法

士と作業療法士、言

語聴覚士

在宅への訪問 栄養診断による低栄養のリスク状

態、サルコペニア

リハビリて―ション栄養介入（必

要エネルギー量を摂取できる具体

的な食事内容の提案、たんぱく質

パウダーの利用推進、リハビリプ

ログラムの実施）

1か月後：体重増加

3か月後：体重減少

1年8か月後：体重増加・維持

下腿周囲長は増加

顔の輪郭がふっくらとした。

たんぱく質パウダーの使用で、家

族の食事づくりへの負担が軽減

し、趣味の時間が増えた

栄養補助食品の購入は自己負担であることか

ら、利用者と家族の理解が必要である。

地域内での在宅での栄養管理を担う管理栄養士

の不足がある。
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

森 創太郎

あなたの「食べた

い!」を応援します

膵炎再発予防を通し

て低栄養が改善され

た1例

日本在宅栄養管理学

会誌
2021 8(2) 165-168 実践事例報告

74歳女性，がんの手術後，慢性膵

炎になり体重減少・低栄養の改善

が必要

医師，薬剤師，理学

療法士，看護師，管

理栄養士

2年間

食欲改善・摂取量増加のための献

立提案，栄養状態のモニタリン

グ，食材の選択方法の指導

食事量増加，調理回数の増加 介護度改善，外出回数の増加

西川 智, 藤井 千里

精神科訪問看護にお

ける多職種連携の実

際　管理栄養士同行

事例を振り返って

日本精神科看護学術

集会誌
2020 61(2) 13-16 実践事例報告

40歳代女性，適応障害，糖尿性腎

症，高血圧
看護師，管理栄養士

訪問看護のみ10か月の後，栄養士

の同行を月回1年7か月

誤った情報の修正，外食の選択方

法の指導，作業所での弁当指導，

通院中の病院栄養士との連携

HbA1cの改善
食事に関する細かい質問に答えて

もらえることへの安心感の増加。

看護師と管理栄養士の同行による支援が専門的

な助言と対象者の観察において有効であった。

中山 真美, 東口 高志, 馬庭

章子, 金本 由紀子, 花田 梢,

杉浦 弘明, 高見 由美, 熊谷

岳文, 林 恵美, 福場 衣里子

出雲地域における在

宅NST(Nutrition

Support Team)活動

とその介入効果

学会誌JSPEN 2019 1(1) 13-23 在宅NSTの介入成果

21か月間の介入事例を対象。45～

99歳の在宅患者，男女比4：6，悪

性腫瘍，認知症，慢性腎不全・心

不全など

医師・看護師・管理

栄養士・ケアマネー

ジャーを必須とした

NST。必須の4職種

のみが14.8%，5職種

が85.2%

個々の事業所から各職種が派遣さ

れておりICTを活用して連携して対

応。週1回のオンラインカンファ

レンスと数か月ごとに患者宅での

担当者会議を実施。

MNA－SFを使用した栄養状態評

価後，NST編成を行い，回診を実

施。74.3%は栄養状態改善を目的

とし，残りはQOLの改善を目的と

した。対象者のうち，52名は嚥下

調整食の調整，イレウスのハイリ

スク，腎不全・心不全の治療食の

必要性など専門的な介入が必要で

あった。

褥瘡で栄養状態の改善が必要で

あった4名全員が改善。摂食量の

改善が必要であった75名のうち62

名で改善。6か月後においてエネ

ルギー充足率，アルブミン，トラ

ンスサイレチンの改善が見られ

た。

末期患者において，嗜好を重視し

た経口摂取の支援，家族への調理

指導

全県下在宅医療連携カルテにチーム登録をした

うえで，ケアマネージャーによる調整によって

連携。在宅NSTでは職種や訪問頻度が制限され

るため，職種の枠を超えた支援が必要。連携カ

ルテにより情報の共有が有効。医療職と介護職

の連携も必要。

阿部 紗季, 末延 竜哉, 吉田

亨, 今村 俊一郎, 大郷 勝三,

平野 健二

在宅での食欲不振患

者に対する低栄養改

善　薬剤師との連動

による管理栄養士の

訪問栄養指導

日本在宅栄養管理学

会誌
2019 6(2) 155-158 実践事例報告

93歳男性，サ高住在住，低栄養，

食欲減退，
管理栄養士，薬剤師

薬剤師による食欲に関連する薬剤

の調整の提案，3か月間に5回の訪

問栄養指導

食事への意欲の増加，MCTを活用

した料理提案，調理実習
食欲回復，体重増加 離床時間の増加，会話の増加

薬局管理栄養士の活動の認知度が不足している

ために，在宅ネットワーク会議に参加し，介護

支援専門員や訪問看護ステーションとの連携を

深めた。薬局薬剤師と同行による訪問栄養指導

で薬剤管理をあわせた栄養指導実施。

舘野 記子

嚥下機能が低下した

在宅療養者を多職種

で支える

日本在宅栄養管理学

会誌
2019 6(2) 177-179 実践事例報告

64歳女性，脊髄空洞症，慢性心不

全，嚥下状態が悪く栄養状態低下

看護師，理学療法

士，管理栄養士
5か月間

食形態の調整，食形態の他職種と

の共有，家族への指導
摂取量の増加，Albの改善

傾眠状態の改善，嚥下状態の安

定，浮腫の軽減，意思表示の明確

化

月2回の訪問のみで食環境を含めた改善は困難で

あり，多職種で連携した支援が必要。

西山 里美

食べる楽しみを取り

戻して低栄養改善を

実践した事例

日本在宅栄養管理学

会誌
2019 6(2) 185-187 実践事例報告

86歳女性，認知症の独居者，低栄

養
管理栄養士

4か月，本人及び家族への指導，

配食サービス業者への声掛け依頼

菓子の常備の調整，家族への指

導，本人への食事内容の指導，食

事時間の定時化

配食の摂食量増加，菓子摂取の減

少，体重増加，Alb，Hb改善
本人及び家族の心理的負担の軽減 配食業者との連携が有効であった。

立木 一美，熊澤 伊和生，

川瀬 徳子，山田 裕樹， 渡

邉 二三雄， 馬渕 智子， 高

井 美帆子

地域一体型NSTシス

テム「揖斐モデル」

構築の試み

日本農村医学会雑誌 2018 67（2） 113-124

地域一体型NSTシス

テムの構築を行い，

その普及活動を行っ

た事例報告

介護支援専門員連絡会，歯科医師

会，地域介護保険施設診療所，居

宅介護支援事業所，病院

医師，歯科医師，歯

科衛生士，管理栄養

士，言語聴覚士，介

護支援専門員，訪問

看護師

地域の研修会や介護保険施設に直

接出向き，広報活動を行った（計

35件）。

広報活動（嚥下機能スクリーニン

グ質問紙の説明，NST外来・入院

の案内，VEの活用方法等

５病院中４病院にNST活動の変化

を認めた。その詳細は，専門外来

の開設が2病院（NST外来・嚥下

外来），VE購入および申請中が2

病院の他，NST構成メンバーの増

員や嚥下食のリニューアル・嚥下

音の頸部聴診コードレス咽頭マイ

クの購入である。

NST間の連携の課題として，情報交換の場が必

要。今回のシステムの導入開始がどのようなア

ウトカム変化（誤嚥性肺炎入院件数，QOL等）

をもたらすのかの検証が必要。

林　真二

百田　武司

閉じこもり高齢者へ

の訪問型介護予防複

合プログラムによる

介入効果の検討

老年看護学 2018 Vol.22

No.2

88-96 実践報告 閉じこもり高齢者8名 介護予防事業所の看

護師2名

介入：訪問型介護予防複合プログ

ラム（運動器・口腔機能向上、栄

養改善を併用）

介入：訪問型介護予防複合プログ

ラム（運動器・口腔機能向上、栄

養改善を併用）4回

BMIは有意な変化はなかった。 介入後、運動機能、口腔機能、外

出に対する自己効力感、精神健康

状態、主観的健康感は向上した

塩野崎淳子 【訪問栄養指導】

「在宅リハビリテー

ション栄養」を

実践するセッティン

グを整えるために

日本リハビリテー

ション栄養学会誌

2018 Vol.2 No.2 208-212 事例報告 90歳代，男性，A氏．要介護4．

主病名：レビー小体型認知症仙骨

部重度感染

褥瘡（DESIGN－R　R：26点）．

義歯の適合は良好だが咀鴫力は低

く，固い食べ

物は残す．嚥下障害はない．

食欲はあり，自力摂取可能．身長

154．6cm　体

重41kg　BMI：17．2

在宅訪問管理栄養士

1名、デイサービス

の職員と連携

在宅への訪問栄養指導 デイサービスに提案した栄養ケア

の３ポイント

①野菜料理に蛋白源の食品を多め

に混ぜる．

②デイサービスではご飯から食べ

てしまうので，

　おかずを先に食べてもらう．

③蛋白源となる食品の摂取量が少

ない場合は，栄

　養補助食品（コラーゲンペプチ

ド含有飲料等）

　で栄養を補充する．

1か月後：栄養状態の改善はない

3か月後：アルブミン値、TTR、血

清亜鉛の上昇あり

1か月後：褥瘡の壊死組織は減少

し，ポケットは縮小，良質肉芽が

増殖

2か月後：端坐位がとれる、手引

き歩行可能

6か月後：褥瘡の創部閉鎖

横井 菜美, 斎藤 良太, 纐纈

良, 松山 太士

低栄養の原因に対し

多職種で介入を行う

ことで低栄養の再発

予防ができた症例

愛知県理学療法学会

誌
2017 1 34-40

低栄養による繰り返

しの入院事例への多

職種介入

81歳男性，低栄養にて入退院

言語聴覚士，作業療

法士，理学療法士，

栄養士による介入

各職種が訪問

言語聴覚士が嚥下機能低下を診断

し，ミキサー食が適切と判断した

が，妻がミキサー食をうまく作れ

ないため栄養士が指導。理学療法

士による妻への介護指導，本人へ

の理学療法士，作業療法士による

指導

食事量の増加，MNA-SFが低栄養

から低栄養の恐れへ改善，退院後

7か月後でも低栄養の再入院を防

げた。

起居，移乗動作の自立，妻の介護

負担の軽減。
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

白髭豊

在宅高齢者の口腔機

能の維持・向上と栄

養改善のための多職

種連携

保健医療学 2016 65（4） 401-407

髄膜腫，脳梗塞で特

老入所中の90歳女性

に1年5か月間，嚥下

咀嚼訓練を行った事

例報告

髄膜腫，脳梗塞（右不全麻痺，嚥

下障害）で特老入所中の90歳女性

医師，歯科医師，歯

科衛生士, 介護職員
施設

 1年5か月間，Ｍパタカラを使用し

歯科医の指示のもとに歯科衛生士

が介護職員に指導して 嚥下咀嚼訓

練を行った。

食事量の増加

表情が豊かになり，話し方が以前

よりしっかりして，滑舌が良く

なった。

白髭豊

在宅高齢者の口腔機

能の維持・向上と栄

養改善のための多職

種連携

保健医療学 2016 65（4） 401-407

右中大動脈の広範囲

脳梗塞にて入院加療

後， 在宅復帰した女

性に多職種連携を展

開した事例報告

86歳女性

医師，歯科医師，歯

科衛生士, 管理栄養

士

施設，在宅

施設では嚥下食を工夫し，在宅で

は管理栄養士の訪問による調理指

導。さらに，歯科医による入れ歯

の調整， 歯科衛生士による口腔ケ

アの定期導入

食欲、咀嚼の改善

白髭豊

在宅高齢者の口腔機

能の維持・向上と栄

養改善のための多職

種連携

保健医療学 2016 65（4） 401-407

誤嚥性肺炎にて入院

後，在宅生活に戻っ

てから管理栄養士に

よる訪問栄養指導が

実施された事例

90歳女性 医師，管理栄養士 在宅 管理栄養士による訪問栄養指導 栄養面での改善
介護者に大きな安心と自信を与え

た。

角町正勝
地域における医科歯

科連携の現状と課題
保健医療学 2016 65（4） 408-414

胃瘻による栄養補給

を要し，入退院を繰

り返していた90歳の

独居高齢者に対し

て，口腔機能向上を

企図した対応を行っ

た事例

90歳女性 歯科医師、介護士 在宅 摂食嚥下訓練

訓練開始より6ヶ月目から徐々に

生活に変化がみられ，経口での

ペースト食，そしてきざみ食，常

食へと改善することができた。

奥村 加奈美

介護負担を軽減しな

がら低栄養状態の改

善をめざした1症例

日本在宅栄養管理学

会誌
2016 2(2) 111-113 実践事例報告

91歳男性，肺炎を繰り返し退院

後，ADLの低下とともに低栄養，

褥瘡

管理栄養士による訪

問栄養指導
月1回の訪問栄養指導を5か月実施

週末の短期入所の利用，介護者の

負担の少ない栄養補給計画の提案

体重増加，褥瘡は短期入所等によ

る医師の管理を活用したうえで，

改善傾向

高齢の主介護者の負担の少ない栄養補給計画が

難しい。褥瘡については皮膚科専門医との連

携，短期入所などの活用が有効。

高山 真知子

糖尿病療養患者に対

する在宅訪問栄養食

事指導の症例

日本在宅栄養管理学

会誌
2016 2(2) 117-119 実践事例報告

78歳女性，糖尿病でインスリン自

己注射と食事療法が必要

管理栄養士による訪

問栄養指導

月1回の訪問栄養指導を4か月実

施，通所リハビリテーションの活

用，糖尿病教室の利用

本人への間食指導，エネルギー・

糖質摂取量の減少，食物繊維の増

加を目指した食事指導

体重減少。HbA1cの改善
インスリン注射から経口薬への移

行が検討

対象者の課題，不安などの解決のために多職種

連携が必要で，FAXやメールによる情報共有が

重要だった。

西山順博，細見美津子，松

井泰成，大西延明，上坂保

恵，清水満里子，千田素

子，松井　薫，坂口和代，

西山直樹，西本美和

最後まで食べるため

の在宅NST

日本静脈経腸栄養学

会雑誌
2015 30（5） 1119-1124 総説

ケアプラン作成を担うケアマネジャーの多くは

歯科衛生士による訪問栄養指導を活用した経験

がない。歯科衛生士や管理栄養士の訪問指導

は，介護保険では居宅療養管理指導として算定

するが，これらのサービスは支給限度額の対象

外であるため、ケアプランの調整等もあまり必

要ないことさえ知らない。また、訪問栄養指導

には、医師指示が必要であり、在宅医が算定す

ることになるが、医療保険と介護保険の使い分

けについて、介護保険からの算定方法を知らな

い在宅医が多い。さらに、管理栄養士や歯科衛

生士の人材不足も大きな問題である。摂食嚥下

機能が悪化すればするほど，それを改善させる

ためには，より侵襲的な治療や積極的なリハが

必要となる。患者の摂食嚥下昨日の状態を共有

することが必要。

西川 えみ

在宅栄養ケアによっ

て、栄養状態の改善

と経口移行を可能と

した1症例

日本在宅栄養管理学

会誌
2015 1(1) 19-21 実践事例報告

70歳男性，頸部脊椎性骨髄症，入

院し胃瘻増設後，嚥下調整食摂取

が可能となり退院後

医師，管理栄養士，

訪問看護師，デイケ

ア利用時のスタッフ

月1回の訪問栄養指導を5か月実施

訪問時の食形態の調整，摂取量の

増加をし，デイサービス利用時に

は，体重測定，リハビリテーショ

ンの実施，摂取量の確認，誤嚥初

見の確認，排便習慣の確認を依

頼。

体重増加，Alb改善，摂食嚥下機

能の改善，3食経口摂取可能
FIMの身体機能の改善 医師及び多数の多職種との連携が重要
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近藤 みずき, 鈴木 陽一

COPD患者に対する

訪問栄養食事指導の

実際

日本呼吸ケア・リハ

ビリテーション学会

誌

2010 20（1） 81-83

通院困難な状態の慢

性呼吸不全に陥った

COPD患者へ，介護

保険を利用した訪問

栄養食事指導の症例

報告

75歳，女性，COPD・Ⅱ型慢性呼

吸不全．1名
管理栄養士 訪問栄養食事指導 食支援

3 ヵ月間の指導後，LINQの栄養項

目は0/2に改善．体重，上腕周囲

長，上腕三頭筋皮下脂肪厚増加

摂取エネルギー量は徐々に増加

し，それに伴い総蛋白質，アルブ

ミン，プレアルブミンも増加

活動性の改善

室内移動を安全にできるようにな

り，入浴も可能となった．階段昇

降も可能となったため，通所リハ

ビリテーションに通えるように

なった

本人のQOL（Quality of Life）の

向上

夫の介護疲労の軽減

少ない原因の1つとして保険制度上の問題があげ

られる．訪問栄養食事指導は，医療保険または

介護保険の利用に際し，それぞれ栄養指導が適

応となる疾患は

決まっているが，どちらにも呼吸器疾患は含ま

れていない．介護保険では，「低栄養状態」や

「摂食嚥下障害」として指導する必要がある．

一方，医療保険上

では，「低栄養状態」「摂食嚥下障害」が適応

疾患でないため，介護保険を利用していない患

者への対応も難しいのが現状である．

訪問栄養食事指導をする管理栄養士の不足があ

げられる．

神原 咲子, 大田 祥子, 橋本

知子, 汪 達紘, 荻野 景規

出張型NSTによる生

活習慣病の食事指導

の検討

日本予防医学会雑誌 2007 2(1) 33-36

クリニックでのコン

トロール不良例の生

活習慣病患者を対象

に出張型のNSTを実

施した事例

53～63歳女性、平均58.5歳、糖尿

病3名、高脂血症1名

医師が対象者を抽

出、保健師と栄養士

が対応

保健師のみの訪問1回、栄養士と

保健師による訪問1回後カンファ

レンス、その後、保健師と栄養士

による訪問3回、栄養士による電

話相談1回を3か月で実施し、6か

月後の時点で栄養士が事後調査

対象者宅で本人の希望に沿ったレ

シピを使用する調理実習、市販の

調味料の使い方、簡単な料理、間

食、電話連絡により継続性のサ

ポート

BMIの減少傾向、調味料の使い方

の改善

HbA1c,中性脂肪の減少傾向、病識

の欠如への対応

指導に時間を要し、コストが高くなる。すべて

の医療職が食事が基本であることを共有する必

要性がある。

武井司，平松慶子，森瞳，

藤原恵子，西村一弘，酒井

雅司，貴田岡正史

要介護認定高齢糖尿

病者に対する訪問栄

養食事指導

糖尿病 2005 48(2) 135-137

実践栄養指導勉強会

に所属する管理栄養

士への聞き取り調

査，訪問栄養指導を

受けている高齢糖尿

病患者の症例検討

訪問栄養指導を毎月1～2回6か月

以上継続した高齢糖尿病症例（平

均73.6歳，男性5例，女性9例，介

護度平均2.3）

管理栄養士，訪問介

護員や訪問看護師の

在宅支援は同様に継

続していたが，同行

しているかは不明

月1~2回，6か月以上の在宅への訪

問
記載なし

重複する6名の対象に対しては他の

報告において，菓子類喫食是正に

よるエネルギー産生栄養素バラン

スの改善，野菜類摂取の増加によ

る食物繊維摂取量改善を報告

薬物療法の有意な減少，HbA1cの

有意な低下

勉強会所属の管理栄養士でも訪問栄養指導受託

機関数は少なく，訪問栄養指導症例数も多くな

い。これは訪問栄養指導が普及されていない現

況，訪問栄養指導に対する医師・機関責任者の

認知度の低さ，管理栄養士による臨床的指導能

力，採算性など多岐にわたる阻害要因を指摘す

る先行報告と合致する。

平松 慶子, 武井 司

訪問栄養指導による

要介護高齢糖尿病者

の食変容　摂取栄養

量の面からの検討

日本病態栄養学会誌 2004 7(1) 47-55
クリニックにおける

実施事例の事後解析

70～86歳，男性2名，女性4名の訪

問栄養指導を6か月以上実施した

要介護高齢糖尿病患者

管理栄養士 月2回，6か月以上の実施

医師の治療計画に準じて調理実習

を中心に，間食摂取や宅配食を利

用した食事計画の指導

菓子類，炭水化物摂取量の減少，

野菜・食物繊維摂取量の増加

摂取量の適正さを判断するための定期的な身体

計測や血液検査の実施が困難であるが，生活情

報が乏しい院内指導や他の職種による食事指導

は難しい。訪問栄養指導の知名度が低いこと，

患者のニーズが少ないこと，医師の栄養に対す

る関心の低さが課題。

古賀奈保子

在宅訪間栄養管理

サービス(HNCM）

の開発と実施・評価

日本健康・栄養シス

テム学会
2001 1 147-155

在宅訪問栄養管理

サービスのシステム

構築と評価

システムの評価　PEM患者21名

栄養ケアプランの分析　PEM患者

14名(要支援:1名 要介護2:1名 要介

護3:1名　要介護4：2名　要介護

5：7名　非該当2名）

管理栄養士

システム構築前に栄

養士が6ヶ月間、訪

問看護に同行

指導4～ 6ケ月後のモニタリング時

において、

PEMの改善が見られた15症例と見

られなかった6

症例の特性について、栄養アセス

メント記録票に基づき、その差異

を分析

食支援、口腔ケア、リハビリ指

導、調理宅配サービス

Alb、牛乳・乳製品摂取、摂取エ

ネルギー量が増加
ADL（BI）移乗の改善傾向

医師、看護師、介護支援専門員などの、他の在

宅訪問医療専門家との協力体制のもとで構築す

ることが必要。効率的、効果的でなければ継続

しない。
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吉村 真奈美

地域の高齢者フレイ

ル調査および訪問栄

養指導事例報告

山陽女子短期大学紀

要
2023 44 37-51 実践事例報告

89歳女性，熱中症と

脱水で入院後，食欲

低下，体重減少

管理栄養士 3か月に10回

食事量の自己チェックの指導，水

分摂取量の明確化，体重測定の実

施，高エネルギー食品の提案，調

理指導

体重増加，摂取量増加 近くの店への買い物の目標達成
必要なエネルギー摂取量の設定が難しい。地域

における多職種との信頼関係の構築が必要。

熊谷 琴美, 矢須田 侑兵, 伊

藤 勇貴, 岡田 希和子

糖尿病性腎症終末期

患者の居宅療養管理

指導による最期まで

食べる支援の一症例

Nagoya Journal of

Nutritional

Sciences

2021 7 101-106

糖尿病性腎症終末期

患者への多職種によ

る支援

男性，60歳代1名，

糖尿病（神経症，腎

症，網膜症合併）左

足第5指壊疽

訪問診療月2回，訪

問看護週7回，訪問

介護員1日2回，主治

医の指示により管理

栄養士の介入

月4回3か月，居宅療養管理のほか

に週に1日訪問介護員に同行

食事がとれておらず，金銭的制約

もあるため配食サービスを停止

し，訪問介護員への料理の提案，

食事内容を看護師・訪問介護員に

記録してもらい摂取量の共有，嘔

気，嘔吐のある時への対応。食事

がとれないときの電話での多職種

連携。

食事摂取量は増加。食べられない

ときの報告を速やかにうけられ，

対応ができた。

介入開始1か月で余命2か月の診

断，家で最期を迎えたい希望をか

なえられた。

金銭的に限られる中で，訪問介護員が限られた

時間でできる対応が限られたが，情報を速やか

に共有することはできた。衛生面の問題もあ

り，限られた訪問回数・時間以外での食事の準

備が困難。居宅療養管理指導の月2回ではたり

ず，月4回の訪問，電話，訪問介護員への同行

は無料で実施。緩和医療では，現状の訪問回

数，時間配分での対応は困難。

:三井 豪, 加藤 るみ子, 河井

丈幸

訪問栄養事業開始1

年半における評価と

今後の課題と展望に

ついて

八千代病院紀要 2019 39 225-228 実践事例報告

84歳女性，脳梗塞，

糖尿病，逆流性食道

炎，摂食嚥下機能悪

化と体力低下

管理栄養士 食形態変更，介護者への調理指導
食事摂取量の増加，刻みや一口大

の摂取可能

地域住民における栄養支援の理解不足，食事と

いう楽しみでプライベートな分野に介入された

くない気持ちが強いと予測。多職種ネットワー

クが必要，在宅支援への知識や技術の向上が必

要。

三浦 栄子

回復期リハビリテー

ション病棟において

退院時の栄養改善状

態の結果から、在宅

訪問栄養食事指導の

取り組みをした症例

報告「在宅リハビリ

テーション栄養」

健生病院医報 2018 41 41-42

回復期リハビリテー

ション病棟退院後の

訪問栄養指導事例

85歳女性、アルツハ

イマー型認知症
管理栄養士、 10か月

摂取量の評価、嗜好を考慮した献

立紹介、少量高カロリーおやつの

紹介、調理実習

食事量増加、体重増加、Alb改善

澤田 あゆみ, 花田 淳一

在宅患者に対する栄

養食事指導　むつ総

合病院における栄養

管理科の取り組み

むつ総合病院医誌 2010 15 20-24
4年間に11名の訪問

をしたうちの事例

75歳女性，左視床下

部出欠

医師，看護師，管理

栄養士
6か月

食事形態の調整，ショートステイ

先の栄養士との連携，食事時の患

者の姿勢や解除方法の指導，経口

摂取への移行，介護者の調理負担

の軽減

経口摂取が徐々に可能

食事形態の調整が介助者の負担にならないよう

に調整が必要。主治医や看護師との連携。施設

の栄養士との連携が必要。

西沢 由美, 惠後原 美里, 和

田 優, 渡辺 善利

訪問栄養食事指導の

取り組み　多職種と

の連携及び訪問栄養

士としての関わり

公立八鹿病院誌 2009 18 53-56 実践事例報告
87歳男性　慢性腎不

全，慢性心不全

看護師，ヘルパー，

管理栄養士
月２回，1.5年

カリウム除去・塩分制限の調理，

水分制限への理解，間食の取り

方，定期手kな体重測定

体重増加傾向，食欲向上，本人・

家族への食事療法の理解

担当ヘルパーが治療食の知識を持っていたた

め，連携は取りやすかった。自宅訪問により生

活把握ができ、個々の状態にあった提案が可

能。

表２　レビューのまとめ　（紀要）
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

波多野 桃

食事療法　神経難病

患者への訪問栄養指

導　経口摂取増量へ

の試み

難病と在宅ケア 2024 29(10) 57-60 実践事例報告

60歳代男性　進行性多巣性白質脳

症，50歳代女性　パーキンソン病

COVIDで入院後経口摂取不能

看護師，管理栄養士 15か月，6か月の訪問

胃瘻栄養量の調整と経口摂取のた

めの妻への調理・食品選択指導，

経口摂取量増加のための食事調整

経口摂取量の増加と栄養状態の改

善，胃瘻栄養離脱

本人や家族の経口摂取の意向が潜在している可

能性がある。管理栄養士と多職種の連携により

経管栄養の量を微調整しながら，経口摂取のた

めの食品選択指導が可能。本人・家族・ヘル

パーの不安へも適時対応可能

尾関麻衣子

歯科医院に所属する

管理衛生士が配食

サービス施設管理栄

養士と協働で栄養介

入を行った在宅療養

中のパーキンソン病

患者の例

臨床栄養 2023 142（7） 1116-1121 症例報告

70代後半，女性，パーキンソン

病，要介護5，Functional Oral

Intake Scale＝レベル5，食形態＝

嚥下調整食コード2-2，夫が歯磨

きを介助し，口腔衛生状態は比較

的良好だが，開口量が少ない。

患者の夫，歯科医療

機関に所属する管理

栄養士と歯科医師，

配食サービスを運営

する社会福祉法人に

在籍する管理栄養士

患者の夫に対してコード4相当を提

供できるよう，配食弁当のおかず

を刻むことや総菜の選び方を指

導。その後，１か月ごとに訪問

し，夫に対してコード3相当の調整

方法を指導するもコード4相当が

限度だったため，介入5か月後に

配食弁当を嚥下調整食に変更。ま

た，管理栄養士より配食サービス

の従業員に指導を行い，介入6か

月でコード2-2相当の弁当を供給

した。

夫への調理指導，配食弁当の食形

態の調整

夫への調理指導は負担感が大きく

困難だった。一方，管理栄養士の

配食サービスを介した配食弁当の

調整によって，摂取栄養量と体重

の増加を認めた。

夫への調理指導に固執せず，食形態が調整され

た配食弁当を介入早期から提供できていれば，

体重増加に転じるまでの期間を短縮できた可能

性がある。また，本症例では，患者の臼歯部の

咬合支持は維持されていたが，食塊形成が困難

なために誤嚥・窒息のリスクがあった。栄養管

理を行ううえでは，口腔機能の低下に対するア

プローチが求められる。

古屋裕康，尾関麻衣子，菊

谷　武

おうちで”食べる”を

支える　在宅におけ

る摂食嚥下リハビリ

テーションと栄養ケ

ア

歯界展望 2022 140（４） 708-716 症例報告

65歳，男性，外傷性くも膜下出

血，誤嚥性肺炎，ADL＝ベッド上

安静。車椅子で座位保持可能であ

るが，30分程度で疲労を訴える

管理栄養士，歯科医

師，歯科衛生士
６か月間の在宅訪問

摂食機能に適した食形態による経

口摂取の進め方を妻に対して指導

介入時：摂取栄養量（胃瘻）＝

1,100kcal/日，摂取栄養量（経

口）＝1,100kcal/日

６か月後：摂取栄養量（胃瘻）＝

0kcal/日，摂取栄養量（経口）＝

1,800kcal/日

体重が57.6kgから59kgに増加

摂食嚥下機能（FOIS）　介入時：

３　６か月後：６

ADL　介入時：ベッド安静＋30分

座位　６か月後：数時間の座位保

持可能

食形態　介入時：コード３～４

6か月後：常食一口大

古屋裕康，尾関麻衣子，菊

谷　武

おうちで”食べる”を

支える　在宅におけ

る摂食嚥下リハビリ

テーションと栄養ケ

ア

歯界展望 2022 140（４） 708-716 症例報告
68歳，男性，筋委縮性側索硬化

症，ADL=車椅子

管理栄養士，歯科医

師，歯科衛生士
２年間の在宅訪問

摂食機能療法，家族への介助指

導，胃瘻からの栄養補給

介入時：摂取栄養量（胃瘻）＝

0kcal/日，摂取栄養量（経口）＝

1,200kcal/日

２年後：摂取栄養量（胃瘻）＝

1,600kcal/日，摂取栄養量（経

口）＝600kcal/日

体重が47.3kgから53kgに増加

摂食嚥下機能（FOIS）　介入時：

6　2年後：3

食形態　介入時：コード4～常食

6か月後：コード4～常食

古屋裕康，尾関麻衣子，菊

谷　武

おうちで”食べる”を

支える　在宅におけ

る摂食嚥下リハビリ

テーションと栄養ケ

ア

歯界展望 2022 140（４） 708-716

2013年4月から2019

年3月までの統計調

査

65歳以上で胃瘻による栄養摂取を

している在宅療養者のうち，全く

経口摂取していない者116名（男

性66名，女性50名，平均年齢79.7

歳）

歯科医師，歯科衛生

士，管理栄養士，地

域の在宅主治医，看

護師，リハ職種

６か月間の在宅訪問 口腔ケア，栄養指導，食支援 80名（69％）が食べることを再開
多職種との協働や他施設との連携は必要不可欠

だが、実際は容易にできない場合が多い。

入山 八江, 稲村 雪子, 渡辺

優奈, 川村 美和子, 久志田

順子, 牧野 令子

訪問栄養指導が在宅

高齢者のQOL、

BMI、疾病の改善に

及ぼす効果と要因

日本栄養士会雑誌 2021 64(9) 511-523

8年間の訪問栄養指

導実施報告書を基に

した事例

2回以上訪問した151名

新潟県における「栄

養ケア活動支援整備

事業」による管理栄

養士の訪問

全対象211名を対象に延べ526回の

指導を実施（一人当たり2～3回が

多い）

SGAに基づき主観的包括的栄養評

価，医師と訪問栄養士による評価

によりプラン作成

低栄養者におけるBMIの改善及び

維持，糖尿病者における

BMI,HbA1cの改善

終末期の患者が多かった栄養状態

の悪化群において，「栄養と調

理」の介入がQOLの向上に貢献し

た。

訪問回数が多い方が改善がみられた。依頼元が

様々であり，依頼元により依頼内容が異なって

おり，他職種による栄養指導の困難事例がみら

れた。在宅ケア自体がマンパワー不足の状態に

あるが，他事業所との連携により在宅ケアの一

員として管理栄養士も訪問栄養指導の質の向上

に努める必要がある。

石川 めぐみ

訪問栄養食事指導の

取り組みと今後の課

題

地域医療 2020 57(4) 425-428

在宅訪問食事指導を

利用した31名のうち

の症例報告

全体では女性17名，男性14名，平

均年齢85歳のうち，82歳女性の症

例，パーキンソン病

病院管理栄養士
経過良好で終了した症例の訪問回

数は背筋5.9回

調理方法や食べ方のアドバイス，

栄養補助食品の提案

体重維持，全体としては栄養状態

の改善・維持・低下予防はできて

いる

生活スタイルの変化やライフイベントにより栄

養状態低下がみられやすい。「指導」という名

所のために，食事量の制限を受けると思う対象

が多い。在宅関連職種への啓発，在宅栄養管理

の必要性への理解が必要。栄養士自身も制度の

理解，生活アセスメント農陽区，病態栄養管理

能力，コミュニケーション能力が必要。

表３　レビューのまとめ　（専門誌）
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

工藤 美香, 田中 弥生, 前田

佳予子, 中村 育子, 井上 啓

子

睦町クリニック認定

栄養ケア・ステー

ションにおける在宅

訪問栄養食事指導の

効果

日本栄養士会雑誌 2017 60(7) 389-397

認定栄養ケアステー

ションにおける実施

事例

男性7名，女性7名，平均80.2歳，

要介護度2，3，5，（うち11名が

介入終了）

認定栄養ケアステー

ション所属管理栄養

士

訪問栄養指導3か月間に3回

食事内容の相談，摂取量の過不足

の判断，栄養情報の提供，調理指

導など

摂取不足者では摂取量の増加，嚥

下障害者における摂取量の維持，

MNA-SFの改善，アルブミンの上

昇

ADLの上昇，SF-8によるQOLの改

善

本NCSは医療機関内設置のため医師の指示が得

られたが，連携事業者への調査では在宅訪問栄

養指導の制度を知らない，依頼方法がわからな

い，本人や家族がのぞまないとの回答があっ

た。本人や家族においては調理が負担の意見も

あった。多職種の連携方法や介護負担の軽減の

工夫が必要。

奥田 順子, 横山 しつよ, 高

橋 輝美子, 野島 秀樹, 湯川

博美, 野島 達也

多職種の協力のも

と、慢性呼吸不全患

者に在宅訪問栄養食

事指導を行い栄養改

善を認めた事例

臨床栄養 2013 123(6) 738-742 実践事例報告
82歳女性，慢性呼吸不全による低

栄養

管理栄養士，サービ

ス担当者会議の活用

による多職種連携

高エネルギーの食品の紹介，メ

ニュー提案，介護者の負担を減ら

すレトルト食品等の提案，補助食

品の提案

3食摂取，栄養量確保，体重増

加，たんぱく質摂取量増加

本人の食事への意欲の増加，介護

者の食事作りへの意欲の増加，本

人の笑顔が増えた

馬場 正美

糖尿病性腎症で低栄

養状態の患者への在

宅訪問栄養食事指導

の事例

臨床栄養 2013 123(6) 754-759 実践事例報告 71歳男性，糖尿病性腎症 管理栄養士
月2回の訪問のほか，電話やメー

ルでの随時相談

介護力が不足しているため，総

菜・外食を組み合わせた食事内容

の提案

エネルギー摂取量増加，塩分・た

んぱく質摂取量の減少
eGFRの改善

井上 啓子, 中村 育子, 高崎

美幸, 前田 玲, 齋藤 郁子, 前

田 佳予子, 田中 弥生

在宅訪問栄養食事指

導による栄養介入方

法とその改善効果の

検証

栄養日本 2012 55(8) 656-664

全国在宅訪問栄養食

事指導研究会会員へ

の事例調査

62例（男性24，女性38），平均

76.2歳

管理栄養士による訪

問栄養指導

利用回数は平均1.7回/月（1～4

回）

ニーズは体重管理，間食管理，誤

嚥予防など。ケアプランは，食品

の選択方法，必要な知識の説明，

具体的な調理指導，メニュー提

案，多職種連携

介入の継続者（53名）では，体重

の増加，MNAの改善，エネル

ギー，たんぱく質，ビタミン類の

摂取量の増加

ADLの改善，QOLの下位尺度の身

体機能と心の健康の改善

病院から自宅への移行期のニーズが高い。訪問

栄養指導の脱落の理由は入院が多く，要介護度

が高く，栄養状態が悪かった。在宅療養の高齢

者の栄養素摂取状況がどの程度が適切かの判断

が難しい。

工藤 美香, 田中 弥生
【栄養管理指導最前

線】在宅での実践

地域リハビリテー

ション
2008 3(8) 724-727 実践事例報告

72歳男性，脳梗塞，誤嚥性肺炎，

脱水，胃瘻

医師，看護師，理学

療法士，管理栄養士
1回，1か月

食物形態の指導，嗜好に合わせた

食品選択，経口摂取の内容・量の

調整

栄養状態の維持，入退院の減少，

安全な経口摂取

介護者の在宅介護の不安と負担の

軽減

後期高齢者退院時栄養指導料により病院での栄

養療法の情報が入手しやすくなった。在宅での

サービス提供体制としての地域のNSTの体制整

備。
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著者 タイトル 雑誌名 発行年
巻数（号

数）
ページ数 方法 介入対象者 介入者 設定や介入方法 介入内容 栄養面での改善 栄養以外の改善 課題

古屋純一

低栄養・終末期高齢

者の食に対する多職

種協働と口腔機能管

理の在り方

科学研究費助成事業

研究成果報告書
2023

緩和ケアチーム対象

入院患者に対する縦

断研究

終末期がん入院患者103人（平均

年齢73.8歳）

医師，歯科医師，歯

科衛生士，管理栄養

士，言語聴覚士，看

護師等

口腔健康管理

食支援

経口摂取の確立には，摂食嚥下機

能が関連していた。口腔健康状態

や摂食嚥下機能を医科と歯科が連

携して適切に評価することで，栄

養接種法を維持・向上できる可能

性がある。

古屋裕康

患者および家族の

QOL変化から見た在

宅歯科医療のエビデ

ンス構築

科学研究費助成事業

研究成果報告書
2018

6ヶ月間歯科治療と

摂食嚥下リハビリ

テーション介入を行

い,介入後の摂食状況

を照査した。

在宅療養中の摂食嚥下障害患者の

うち, 経口摂取をしておらず，且つ

進行性の神経疾患を除く46名(男

性25名,女性21名,平均年齢76.0±

10.1歳)

歯科医師 在宅への訪問
6ヶ月間歯科治療と摂食嚥下リハ

ビリテーション介入

6ヶ月後の摂食状況は，開始時に

比べ有意に向上

坂下玲子

「食」を契機とする

在宅療養高齢者の生

活支援モデルの構築

科学研究費助成事業

研究成果報告書
2018

兵庫県内の訪問看護

ステーション（約

480か所）のうち，

食支援を積極的に展

開している訪問看護

ステーションを選定

し，調査協力に同意

の得られた訪問看護

ステーションに勤務

する訪問看護師を対

象に聞き取り調査

11例（男性1名，女性10名：78～

92歳）

訪問看護師，その他

不明
在宅への訪問

6ヶ月間生活支援プログラムをを実

施

全事例で摂取カロリーの増加がみ

られた

体重増加，食欲増加，食事中のむ

せ減少

榎裕美，馬場正美，中川啓

子，豊田典子，安田和代，

熊谷琴美

重点的な在宅栄養ケ

アに関する研究

「重点的栄養介入が

必要な在宅療養者に

対しての管理栄養士

による効果的な栄養

介入方法についての

検証」

平成30年度厚生労働

科学研究費補助金分

担研究報告書

2018 96-112

訪問指導対象者の後

ろ向き研究のうち算

定外実施をした事例

報告

79歳男性，慢性腎不全，糖尿病，

多発性脳梗塞，高血圧，白内障
管理栄養士

月1回7年間，身体状況悪化時には

月4回

身体計測，食事内容の確認，栄養

状態の確認，病態悪化防止を姥久

手kとした介入

食事摂取の自立
腎機能を維持し，透析導入をせず

に経過
身体状況の悪化時には集中的な介入が必要

榎裕美，馬場正美，中川啓

子，豊田典子，安田和代，

熊谷琴美

重点的な在宅栄養ケ

アに関する研究

「重点的栄養介入が

必要な在宅療養者に

対しての管理栄養士

による効果的な栄養

介入方法についての

検証」

平成30年度厚生労働

科学研究費補助金分

担研究報告書

2018 96-112

訪問指導対象者の後

ろ向き研究のうち算

定外実施をした事例

報告

71歳女性，脳血管疾患後遺症，胃

瘻あり
管理栄養士 月1回，12か月

食形態の調整，調理方法・食材選

択を家族，多職種と共有，VE検査

時の立ち合い

体重増加，Alb改善，骨格筋指数

増加

浮腫なく経過，排泄が一部介助で

実施可能

VE検査の立ち合い，訪問介護士等への集中的な

指導，サービス担当者会議での情報共有など訪

問の限度回数を超えた指導が必要

榎裕美，馬場正美，中川啓

子，豊田典子，安田和代，

熊谷琴美

重点的な在宅栄養ケ

アに関する研究

「重点的栄養介入が

必要な在宅療養者に

対しての管理栄養士

による効果的な栄養

介入方法についての

検証」

平成30年度厚生労働

科学研究費補助金分

担研究報告書

2018 96-112

訪問指導対象者の後

ろ向き研究のうち算

定外実施をした事例

報告

70歳女性，肝内短管癌 管理栄養士
調理実習，状態にあった食事への

理解
食事量増加 癌性腹膜炎により入院，逝去

家族の受け入れ態勢が整うまで週に1回の訪問が

必要と考えられた

榎裕美，馬場正美，中川啓

子，豊田典子，安田和代，

熊谷琴美

重点的な在宅栄養ケ

アに関する研究

「重点的栄養介入が

必要な在宅療養者に

対しての管理栄養士

による効果的な栄養

介入方法についての

検証」

平成30年度厚生労働

科学研究費補助金分

担研究報告書

2018 96-112

訪問指導対象者の後

ろ向き研究のうち算

定外実施をした事例

報告

87歳女性，機能性ジスケネジア 管理栄養士

食事形態の調整，早食いの緩和，

咀嚼回数の増加，心理・精神的サ

ポート

体重増加 初期には月2回以上の対応が必要であった

表４　レビューのまとめ　（報告書）
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榎裕美，馬場正美，中川啓

子，豊田典子，安田和代，

熊谷琴美

重点的な在宅栄養ケ

アに関する研究

「重点的栄養介入が

必要な在宅療養者に

対しての管理栄養士

による効果的な栄養

介入方法についての

検証」

平成30年度厚生労働

科学研究費補助金分

担研究報告書

2018 96-112

訪問指導対象者の後

ろ向き研究のうち算

定外実施をした事例

報告

68歳男性，糖尿病性腎症，食欲低

下による低栄養，糖尿病性網膜

症，終末期

管理栄養士
月4回（2回はクリニックのサービ

ス），3か月

ヘルパーへの献立提案（食べれな

い配食サービスの停止），多職種

による腎機能悪化への対応，好み

の食品を食べられるように調整

食事量の増加，食事を楽しみにす

るようになった
意欲の向上，発語の増加

介入3か月後に逝去されたが自宅で過ごす希望は

かなえられた。衛生面での対応のために1時間の

訪問で足りない場面があった。生活保護者であ

るために，食費が限られる中での対応が難し

い。月2回の訪問では足りず，クリニックのサー

ビスとして2回追加。

34



国
在宅患者訪問栄養食事指導（医療

保険）を受けた患者数142.5人/月

管理栄養士による居宅療養管理指

導（介護保険）を受けた患者数

4960人/月

訪問栄養食事指導を実施している

事業所（病院・診療所）1116か

所,65歳以上人口10万人あたり居

宅療養管理指導をする事業所数は

全国平均で31.4か所で都道府県に

ばらつき

訪問栄養食事指導を充実させるために，管理栄養士が配置されている在宅療養

支援病院，在宅療養支援診療所，栄養ケア・ステーション等の活用を含めた体

制整備が求められる。

北海道
目標値R11で39在宅医療圏

（P148）

高齢者の要介護状態の軽減や悪化の防止、フレイル対策として、低栄養や誤嚥

性肺炎の防止が重要であることから、在宅での栄養管理や口からの食生活を継

続させるとともに、歯・口腔機能の維持等、専門的な口腔衛生管理や口腔機能

管理の充実が必要（p146）

青森県

日常生活の中で、栄養ケア・ステーション等と連携し、患者の状 態 に応じた

栄養管理を行うことや適切な食事提供に資する情報を提 供 するための体制を

構築すること(p230)

岩手県

在宅療養者の低栄養と基礎疾患の重症化予防のため、管理栄養士による栄養相

談サポートや、在 宅療養者を支える家族の食事づくりの負担を軽減するため

の取組を促進する(p255)

宮城県

在宅での療養生活において は、関係機関が連携し、医師、歯科医師、薬剤

師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理 栄養士、ケアマネ

ジャー等の多職種協働により、患者とその家族を支えていく体制が重要

(p352)

秋田県

山形県

診療所医師も高齢化していることから、訪問診療・訪問歯科診療・訪問看護・

訪問薬剤管理指導・訪問栄養食事指導など、多職種連携で在宅医療提供体制を

確保・ 充実する取組が必要(p305)訪問診療・訪問歯科診療・訪問看護・訪問

薬剤管理指導・訪問栄養食事指導など、医療従事者に対する在宅医療への理解

を促進し、在宅医療に取り組む医療関係者を増やす(p306)

表５　医療計画における訪問栄養食事指導の目指すべき方向性
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福島県
難病患者等の相談としては，食事

栄養指導が全県で17件(p261)

高齢者のみではなく、小児や若年層の患者に対する訪問診療、訪問歯科診療、

訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導等

にも対応できるような体制を確保すること。

茨城県
在宅NSTの活動は実数5施設、人

口10万人あたり0.2施設(p199)
実数13施設(p199)

・患者のニーズに応じ て、医療や介護、障害 福祉サービスを包括的に提供で

きるよう調整すること ・高齢者のみではなく、小児や若年層の患者に対する

訪問診療、訪問看護、訪問薬剤管理指導、訪問栄養・食事指導等にも対応でき

るような体制を確保すること(p201)

栃木県 2021年度、3人/月(p166) 2021年度、４箇所(p169)

訪問栄養食事指導の充実のため、在宅療養支援病院・診療所への管理栄養士の

配置、管理栄養士が所属する栄養ケア・ステーションの活用等が求められる。

(p162)訪問栄養に関する普及啓発。(p164)在宅訪問栄養指導等を行う栄養ケ

ア・ステーションや認定栄養ケア・ステーションの取組の拡充支援。(p237)

群馬県

埼玉県

訪問栄養食事指導を充実させるためには、指導が可能な管理栄養士が在籍する

拠点を広く周知し、スムーズな利用ができる環境整 備が必要です。そのため

に、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所のほ

か、栄養ケア・ステーション、 機能強化型認定栄養ケア・ステーション、栄

養ケア・ユニット等の体制の整備と機能強化が求められる。(p401)

千葉県

平成29年度、2か所，令和2年

度、6か所，令和3年度、6か所令

和4年度、13か所(p268)

患者の生活機能や家庭環境等に応じて、また、患者を身近で支える家族の負担

軽減を図るためにも訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤指導、訪問看護、訪問

リハビリテーション、訪問栄養食事指導、介護など、在宅医療を担う多職種の

協働を推進することが必要。(p270)

東京都

高齢者の増加に伴って医療と介護の両方を必要とする高齢者が多くなります。

医療や介護が必要となっても住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよ

う、医療と介護を一体的に提供できる体制づくりが求められる。

神奈川県

新潟県
訪問栄養食事指導を受けた患者数

20人(令和3年度)(p257)

多職種協働による患者やその家族の生活を支える観点からの医療・介護サービ

ス、障害福祉サービス、緩和ケア、口腔健康管理、栄養管理の提供や家族への

支援など日常の療養生活支援が可能な体制整備が必要。(p240)
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富山県

2021（令和３）年の訪問栄養食

事指導を受けた患者数は、10万人

当たり1.4人（全国：2.3 ～2.4

人）と全国に比べて少ない状況で

ある。(p237)　訪問栄養食事指

導を受けた患者数、総数15人、人

口10万対1.4。(p389)

高齢者のみではなく、小児や若年層の患者に対する訪問診療、訪問歯科診療、

訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導等

にも対応できるような体制を確保すること。(p230) 在宅療養における管理栄

養士による訪問栄養食事指導の取り組みが必要である。(p241)

石川県

在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を充実させるため、退院時において病院

の管理栄養士が在宅の支援者への情報提供や、栄養ケアステーションを活用

し、栄養ケアステーションが紹介した管理栄養士と診療所等の医師の連携によ

る在宅で生活する患者の栄養食事指導など、管理栄養士と関係機関の連携が必

要である。(p356)　日常生活の中で、栄養ケア・ステーション等と連携し、

患者の状態に応じた栄養管理を行うことや適切な食事提供に資する情報を提供

するための体制を構築すること。(p360)

福井県

2023年9月現在、管理栄養士によ

る訪問栄養食事指導を実施してい

る医療機関は10か所(約

13％)(p189)

高齢者のみでなく、小児や若年層の患者に対する訪問診療、訪問歯科診療、訪

問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導等に

も対応できる体制を確保すること。（p187)　摂食嚥下機能に応じて、必要な

栄養素を確保しながらできるだけ好みの食事を摂ることは、栄養の保持や摂食

嚥下機能の維持向上のみならず、居宅で生活する楽しみでもあり、必要な患者

に対し、居宅において管理栄養士が栄養指導を実施できる体制整備が求められ

る。(p189)

山梨県

医師、歯科医師、保健師、看護師、薬剤師、栄養士等の多職種が連携・協働し

て患者の疾患、重症度に応じて医療を継続的、包括的に提供することが求めら

れている。身体機能及び生活機能の維持向上のための口腔の管理・リハビリ

テーション・栄養管理・適切な食事提供に資する情報を適切に提供するため

に、栄養ケア・ステーション等の関係職種間で連携体制を構築することが必

要。(p200)
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長野県

在宅患者訪問栄養食事指導を実施

する医療機関(2023年10月現

在)、一般診療所18施設、病院20

施設。(p356)

地域における介護予防の取組の充実とともに、多職種連携による食事・栄養の

支援ができる体制を目指す。(p206)　　　　　　　在宅療養患者が健康・栄

養状態を適切に保つためには、医療機関や介護施設からの退院・退所後の食

事・栄養等に関する支援が必要であり、自宅において、食事・栄養摂取に関す

る指導や支援を行う人材の育成や体制の構築が求められる。(p356)訪問栄養

食事指導を充実させるため、県栄養士会による栄養ケア・ステーション事業の

周知及び管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所

等の施設の体制整備を促進する。(p363)

岐阜県 令和3年、92人(p230) 令和3年、120人(p230)

在宅患者訪問栄養食事指導(医療

保険)を実施している医療機関3ヶ

所、管理栄養士による居宅療養管

理指導(介護保険)を実施している

事業所15ヶ所。(p239)

訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている在宅療

養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の拠点で

ある栄養ケア・ステーション等の活用を含めた体制整備が求められる。

(p243)

静岡県
2019年31件、

2021年52件（405p）

栄養ケア・ステーションは、県内

に18箇所設置。その内、療養中の

方や要介護の方を対象にした栄養

食事指導を行う「機能強化型栄養

ケア・ステーション」は３箇所。

高齢者の増加に伴う在宅栄養ケアサービスの需要増加に対応するため、栄養ケ

ア・ステーションの整備や訪問栄養食事指導を担う人材の育成に取り組む必要

がある。

愛知県

在宅医療の提供体制として，在宅

療養患者の状態に応じた栄養管理

を充実させるために訪問栄養指導

を実施している。（３部３～９章

p208）

栄養ケアステーションの設置。医

師の指示に基づく訪問栄養食事指

導を行う。（３部３章211P)

県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーションの活用等、在宅での栄

養管理体制の整備が必要（３部３～９章p208）医師、歯科医師、薬剤師、看

護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、介護

支援専門員、介護福祉士などの関係多職種がお互いの専門的な知識を生かしな

がらチームとなって患者・家族をサポートしていく体制の構築に取り組む市町

村を支援（p209）
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三重県

令和5（2023）年7月現在の在宅

患者訪問栄養食事指導に対応でき

る医療機関数は36施設で、令和3

（2021）年度のNDBによると、

県内の訪問栄養食事指導料は50

件。（205p）　令和3年、訪問食

事指導を実施している病院・診療

所[医療]は4施設。令和3年、訪問

食事指導を実施している病院・診

療所[介護]は9施設。（279P)

滋賀県
令和4年212人、目標値（令和11

年）256人（３部170p）

令和5年(2023年)4月現在、栄養

ケア・ステーションは7か所（栄

養ケア・ステーション1か所、認

定栄養ケア・ステーション4か

所、機能強化型認定栄養ケア・ス

テーション2か所）(288p)

高齢化の進行に伴い、在宅療養者が増えることを踏まえ、栄養士会など関係機

関と協力しながら、保健、医療、福祉および介護等各分野の管理栄養士・栄養

士の資質向上、地域では災害時における栄養・食生活支援にも対応できる体制

づくりが必要。（288P)

京都府

栄養ケア・ステーションの設置。

地域住民をはじめ医療機関、自治

体、健康保険組合、民間企業、薬

局などと連携し、食・栄養に関す

る相談から特定保健指導、セミ

ナー講師、調理教室の開催。９施

設(資料17P）

在宅ケアに携わる多職種（管理栄養士・栄養士含む）のチームサポート体制の

構築に向け、地域で在宅チームの連携の要となる人材を養成する必要。

在宅支援拠点等（栄養ケア・ステーション含む）と連携し訪問診療等の機能を

強化に取り組む必要。（120P)

大阪府
患者の増加に伴う在宅栄養ケアサービスの需要増加に備え、栄養ケア・ステー

ション等の活用を含めた栄養食事指導の提供体制の充実が必要。（147P）

兵庫県

訪問栄養食事指導を実施している

診療所数　562 箇所（154P)

 栄養ケア・ステーション(県下10

圏域)（149P)

訪問栄養食事指導を担う人材育成や利用方法の周知を進め、多職種連携の一層

の充実（149P)

訪問栄養指導実施診療所の目標値R7:606 箇所(154P)
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奈良県

在宅訪問栄養食事指導の利用回数

（算定回数）は、県全体で98件

（第５章10-1,261P)

訪問栄養食事指導を充実させるためには、栄養ケア・ステーション等の活用も

含めた体制の構築が求められます。(第５章10-1、261P266P)

和歌山県

鳥取県

島根県
栄養ケアステーション　７圏域

58診療所（206P）

在宅療養患者に対する栄養指導においては、介護従事者を含めた多職種との連

携（447P）

岡山県

93（在宅患者訪問栄養食事指導料

１、２の算定）（資料716P)

120（（予防）管理栄養士居宅療

養Ⅰ１～３、Ⅱ１～３の算定（資

料716P)

在宅患者訪問栄養食事指導料を算

定している診療所・病院は４施設

診療報酬上の管理栄養士居宅療養

管理指導を算定している診療所・

病院は８施設（８章203P)

在宅療養・居宅要介護者の増加に伴い、栄養ケアサービスの需要の増大が見込

まれるため、栄養指導が必要な人への栄養指導実施体制の整備が必要（８章

203P)

広島県
訪問栄養食事指導を受けた患

者数は126 人(p182)

訪問栄養食事指導を実施している

病院・診療所は11 施設(p182)

自立支援型地域ケア個別会議における専門職の参加状況として管理栄養士・栄

養士21名(p167)。栄養ケア・ステーション及び認定栄養ケア・ステーション

は、令和５（2023）年10 月時点で、県内に12 か所。施設あたりの在宅にか

かわる管理栄養士・栄養士の配置数が少なく、訪問指導に従事できるだけの人

的余裕が十分でない。栄養ケア・ステーションへの登録者を増やすとともに、

その質の向上が課題。就業動向を調査し、潜在している人材の掘り起こしと確

保。人材の確保と知識・スキルの獲得。訪問栄養食事指導に対するニーズを明

らかにするとともに、指導を希望する医療機関等と栄養ケア・ステーションを

つなぐ仕組の構築(p182)

山口県 訪問栄養食事指導74名(p235)
実施している病院・診療所10か所

（p235)目標は「増やす」(p242)

体制の整備が必要(p237)多職種が連携した在宅医療提供体制の確保として訪

問栄養食事指導の充実を記載(p238)管理栄養士が配置されている在宅療養支

援病院や栄養ケア・ステーション等の連携など訪問栄養食事指導の充実にむけ

た取り組みを推進する。(p241)
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徳島県

在宅患者訪問栄養食事指導（医療

保険）を受けた全国の患者数は

142.5人/月(p322)

管理栄養士による居宅療養管理指

導（介護保険）を受けた患者数は

4,960人/月であり、実施している

事業所（病院・診療所）数は

1,116か所(p322)

実施している医療機関（病院・診

療所）数は114.7か所(p322)

今後、訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている

在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が所属する地域密着型の

拠点である栄養ケア・ステーション等の活用も含めた体制整備を行うことが求

められる。(p322)

香川県

愛媛県

訪問栄養食事指導を受けた患者数

R3では一定数以下。増加を目指す

(4-11-22)

訪問栄養食事指導を実施している

診療所・病院数3件。増加を目指

す(4-11-22)

高知県

訪問栄養食事指導のレセプト件数

は、高知市圏域にしか算定実績が

なく、平成28 年時点(人口10万対

1.3件）比べ令和２年時点(同0.2

件）で減少(p273)

訪問栄養食事指導は、まだ十分に普及しているとは言い難く、在宅医療におけ

る食支援をサポートできる人材の育成並びに食支援の重要性についての医療福

祉関係者への周知・理解が必要です。あわせて、これらのサービスが応需可能

な医療機関の情報共有も必要(p277)。県は、訪問栄養食事指導、訪問リハビ

リテーションを実施する医療機関を把握し、多職種連携を担う関係機関への情

報提供に努める(p279)。

福岡県

訪問栄養食事指導

を受けた患者数は、医療保険で

は、県内に233 人(p196)

2021（令和３）年度に在宅患者

訪問栄養食事指導料（医療保険）

を算定した患者がいる診療所・病

院数は、県内で18 機関(p196)

今後、訪問栄養食事指導を充実させるため、管理栄養士が所属する地域密着型

の拠点である栄養ケア・ステーション（2023（令和５）年４月時点：福岡県

３件、全国５１２件）の周知や、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病

院、在宅療養支援診療所及び栄養ケア・ステーション等の活用が求められる。

(p197)

佐賀県

在宅で活動する栄養サポートチー

ム（ NST ） と連携する歯科医療

機関数（NDB）2021年度0件

(p161)

患者の状態に応じた栄養管理や適切な食事を提供する体制を構築が必要

(p163)

長崎県

養状態は、疾病の悪化や免疫力の低下による感染症等の発症につながります。

在宅栄養食事指導の提供体制の充実が必要。(2-12-6)の継続的な提供を図るた

め、地域ケア会議やサービス担当者会議を 活用した歯科衛生士・管理栄養

士・リハ 職等の専門職と地域包括支援センター の連携など、 介護予防 ・ 自

立支援及び重度化防止のための体制 整備 に向けた市町の取組 を支援する。

(2-12-13)
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熊本県

在宅生活においては、在宅医療のみならず在宅介護も必要となることから、医

療と介護の連携、多職種の連携の促進が求められています。多職種連携のため

には、医師や訪問看護師のみならず、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、リハビ

リテーション専門職、管理栄養士・栄養士、介護支援専門員、訪問介護員など

の専門職種が、互いに各職種の役割を理解することが必要(p112)。定期的な

関係者会議等の開催により、日常の療養支援のための連携体制の構築（医師、

訪問看護師、歯科医師、薬剤師、リハビリテーション専門職、管理栄養士・栄

養士等）に取り組む。くまもとメディカルネットワークの更なる利用促進に取

り組む。(p113)在宅医療サポートセンター等と連携し、多職種を対象とした

研修等を実施することで、薬剤師やリハビリテーション専門職、管理栄養士・

栄養士等についても役割を理解し、日常の療養支援に活用できるよう、多職種

間の相互理解を図る。(p114)

大分県

患者にとって食生活や栄養状態は予後を左右しＱＯＬに直結するものであり、

患者のニーズに応じた栄養管理、栄養指導などが行える体制が求めらる。

(p135)医療現場においては個人に対応した栄養管理が重要なことから、管理

栄養士・栄養士がその専門性を発揮できる体制づくりを推進(p139)。

宮崎県

在宅医療の提供体制を確保するために、訪問診療や緩和ケアなどに対応で き

る医師をはじめ、歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、 管

理栄養士など、在宅医療を支える多様な人材の確保及び育成が必要(p158)

鹿児島県

医療連携体制として「患者の状態に応じた栄養管理を行うことや適切な食事提

供に資する情報を提供するための体制を構築している」を求められる事項とし

て記載。(p276)

沖縄県
居宅療養管理指導 R3で9544人を

11500人へ増加(p288)
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現状値 目標値 課題等

国

北海道

病院勤務の管理栄養士・栄養士は全道では1万人あ

たり2.3人で全国平均を上回っているが、一部の圏

域では下回っている。(p271)

医療機関における栄養状態の改善、糖尿病重症化予防や地域包括ケアの推進に

当たっては、食事療養支援が重要であり、在宅療養支援に従事する管理栄養

士・栄養士の確保やその資質向上が必要(p272)栄養士会と連携し、「北海道管

理栄養士・栄養士人材登録システム事業（兼北海道栄養士会栄養ケア・ステー

ション登録事業）」により、在宅療養支援に従事する管理栄養士・栄養士の登

録を促進する。在宅における食事療養支援等、高度化、多様化する業務に対応

できるよう栄養士会と協力して、資質の向上を図るための取組を進める。

(p272)

青森県
病院や介護老人施設・介護医療院への配置率は

100％(p311)

行政栄養士の全国平均以上の配置率を目指す。管

理栄養士・栄養士に対する研修を毎年行う。

(p312)

特定健診・特定保健指導では、食生活改善指導は必須であるとともに、医療費

適正化には、 糖尿病の重症化予防に向けた、適切な食習慣の普及啓発・定着の

取組が強く求められますが、１人 のみの配置や、非常勤職員のみの配置の市町

村が多く、業務を円滑かつ効果的に継続して実施する ためには、複数配置や常

勤職員としての配置が望まれる。(p311)

岩手県

医療施設（病院・一般診療所・歯科診療所）にお

ける二次保健医療圏別の管理栄養士数は人口10万

人あたり21.7人、栄養士は6.4人(p30)

健康診査結果や保健指導、医療費等に関するデータの分析及び専門的見地から

の事業評価 とともに、特定保健指導を的確に実施するための医師、保健師、管

理栄養士等の人材育成が必要(p358)

宮城県

秋田県
特定給食施設、434施設うちの約55％に当たる

238 施設に管理栄養士が配置されている(p314)

特定給食施設等における管理栄養士、特定保健指

導に従事する管理栄養士の資質の向上(p314)

健康の保持増進のための栄養指導や傷病者に対する療養のために必要な栄養指

導など、高度化する業務に対応できるよう、関係団体との連携のもとに各種の

研修を行い、管理栄養士の確保と資質向上に努める。施設利用者の状況に応じ

た栄養管理や給食管理ができるよう、保健所による特定給食施設に対する巡回

指導の充実を図る。(p314)

山形県

医療施設（病院・一般診療所）における管理栄養

士数は人口10万人あたり21.9人、栄養士は3.4人

(p202)　管理栄養士又は栄養士を配置している特

定給食施設(令和4年時)75.3％(p203)

管理栄養士又は栄養士を配置している特定給食施

設の目標値、(R6)76.3％、(R7)76.7％、

(R8)77.2％、(R9)77.7％、(R10)78.1％、

(R11)78.6％(p203)

市町村に、住民の健康づくりや栄養・食生活改善の重要な役割を担う行政栄養

士の配置が必要であり、令和５年度には、29市町村に配置されていますが、全

市町村 への配置には至っていない(p202)

医療従事者の現状及び目標④その他の保健医療従事者に臨床放射線技師などに列記して管理栄養士

表６　管理栄養士の確保に関する現状値，目標値，課題等の記載のまとめ
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現状値 目標値 課題等

福島県

特定給食施設(783施設)における管理栄養士数は

781人、栄養士数は732人であり配置率は81.6％

である.そのうち病院(98施設)勤務の管理栄養士数

は386人、栄養士数は183人であり配置率は100％

である。(p62)

管理栄養士・栄養士の配置促進、資質の向上。特

定給食施設における管理栄養士又は栄養士の配置

率を81.6％(R4)から100％(R11)、市町村行政栄

養士(管理栄養士又は栄養士)の配置率を86.4％

(R5)から100％(R11)

管理栄養士・栄養士は、単独又は少数配置が多いため、保健所において巡回指

導や研修会を開催するとともに、栄養士会等関係機関と連携して研修機会の確

保に努める等の支援が必要。(p63)

茨城県

本県の医療機関における従事者数は、令和

2(2020)年10月1日現在、管理栄養士418.4人、栄

養士97.9人となっている。人口10万対では、管理

栄養士14.6人(全国17.8人)、栄養士3.4人(全国

3.5人)といずれも全国平均を下回っている。

本県における養成数は令和５(2023)年4月現在、

管理栄養士4施設・定員240人、栄養士3施設・定

員130人となっている。(p248)　がん診療連携拠

点病院にがん病態栄養専門管理栄養士を配置5/9病

院。(p357)

がん診療連携拠点病院にがん病態栄養専門管理栄

養士を9/9病院に配置。(p357)

生活習慣病の発症及び重症化予防、高齢化の進展に伴う低栄養等、医療機関に

おける栄養管理の需要が増加してきており、質の高い管理栄養士・栄養士の養

成確保に努めるとともに、適正な配置が求められている。(p248)

栃木県

令和2年度、特定給食施設(1,052施設)における管

理栄養士・栄養士の設置状況、管理栄養士

18.3％、管理栄養士・栄養士24.0％、栄養士

37.5％。その他の給食施設(537施設)における管

理栄養士・栄養士の設置状況、管理栄養士

18.8％、管理栄養士・栄養士14.5％、栄養士

31.7％。行政管理栄養士の配置数(人口10万対)は

全国よりも低い状況である。(p237)

管理栄養士必置指定施設や特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置促

進。潜在管理栄養士・栄養士の人材角は、関係機関・関係職種と連携した地域

の栄養ケア支援体制整備及び取組の促進。健康づくりやそれ以外の母子保健、

介護予防及び介護保険、国民健康保険等の地域保健対策の促進のための業務を

担当する各部門の行政栄養士の配置を促進。(ｐ237)

群馬県

病院における県内従事者数、管理栄養士(413人(人

口10万人対21.0))、栄養士(141人(7.1))であり全

国平均を上回っている(p252)

チーム医療による適切なインフォームド・コンセントの下、患者本人の選択と

意思が尊重され、医療・介護・福祉の多職種がフラットに連携して患者・家族

の生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）を高める医療を提供するために、医

師、看護師を含めた保健医療従事者には様々なニーズに的確かつ柔軟に対応で

きるよう資質の向上が求められている。(p251)
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現状値 目標値 課題等

埼玉県

令和5年(2023年)3月21日現在、県内の給食施設に

従事している管理栄養士は2,202人、栄養士は

2,621人である。(p37)　本県において、特定給食

施設のうち、管理栄養士を配置しなければならな

い施設を除外し、管理栄養士・栄養士を配置して

いる特定給食施設の割合は、令和4年度(2022年

度)末現在61.9％

千葉県

本県の医療施設で就業する栄養士(管理栄養士)数

は、令和2年10月現在、 常勤換算で1005.4人であ

り、人口10万対では16.0と、全国平均 21.3を下

回っている。令和5年6月現在、市町村の健康づく

り部署に栄養士(管理栄養 士)を配置している市町

村は５０市町村である。(p401)

生活習慣病の発症を予防するためには、県民への適正な生活習慣の実践指導

や、生活習慣病予備群に対する栄養指導・生活指導の充実を図ることが重要で

す。併せて、高齢者への低栄養改善指導等、地域住民のニーズを的確に捉えた

総合的、包括的なサービスを提供するため、管理栄養士・栄養士の資質の向上

を図る必要がある。(p401)

東京都
医療施設における従事者数(人口10万人対)、管理

栄養士2,328人(16.6)、栄養士492人(3.5)

神奈川県

新潟県

令和5(2023)年6月現在の県内市町村の管理栄養

士・栄養士配置率は

96.6％で、全国の 90.4％より高くなっており、部

門別配置率は、健康づくり部門：93.1％、特定健

康診査・特定保健指導部門：17.2％、高齢者福祉

部門：3.4％となっている。令和4(2022)年度末現

在の管理栄養士・栄養士の特定給食施設配置率は

62.6％で、全国の 75.7％より低くなっている。

(p303)

疾病構造の変化や高齢化など、近年の社会状況に応じた栄養管理を実施するた

めには、管理栄養士・栄養士の資質向上及び多職種間の連携等が求められてい

る。(p303)
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現状値 目標値 課題等

富山県

2020(令和2)年10月1日現在、医療施設における従

事者数(人口10万対)、管理栄養士288.4人

(27.9)、栄養士99.6人(9.6)。そのうち病院におけ

る従事者数(人口10万対)、管理栄養士254.4人

(24.6)、栄養士93.4人(9.0)。診療所における従事

者数(人口10万対)、管理栄養士34.0人(3.3)、栄養

士6.2人(0.6)。(p275)

石川県
生活習慣病の発症予防や重症化予防等、栄養・食生活支援の重要性が増してお

り、管理栄養士・栄養士の資質向上を図る必要がある。(p427)

福井県

令和4年度、医療施設における従事者数(10万人当

たり)、管理栄養士206.7人(27.0)、栄養士36.2人

(4.7)。常勤の管理栄養士数は、

1医療機関(平均 155 床)当たり3.1 人と増加傾向

である。(p16、262)

県内の管理栄養士養成施設は現在1施設となっており、今後も、多様化するニー

ズに対応できる質の高い管理栄養士・栄養士の養成と確保を図る必要がある。

(p262)

山梨県

令和4年6月1日現在、県及び市町村の管理栄養士又

は栄養士の数は74人であり、人口10万あたりでは

全国を上回っている。市町村における配置率は

88.9％である。(p66)　　　　病院や診療所の管

理栄養士及び栄養士は、令和2年10月1日現在で総

数191.3人(病院の管理栄養士135.5人、病院の栄

養士30.0人、一般診療所の管理栄養士19.4人、栄

養士6.4人)、人口10万対で病院の管理栄養士

16.7、栄養士3.7、一般診療所の管理栄養士2.4、

栄養士0.8であり、管理栄養士は全国を下回ってい

る。(p67)

専門的な栄養指導を行うために、栄養士会と連携して管理栄養士などを対象と

した研修会等を実施し、栄養・食生活指導の技術向上及び資質の向上を図って

いく。管理栄養士・栄養士の人材育成に関する教育マニュアルを整備し、資質

向上を推進していく。(p68)
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現状値 目標値 課題等

長野県

令和4年度(2022年度)末現在、管理栄養士・栄養

士の配置率は、保健医療福祉関係の給食を提供す

る施設で92.6％。それ以外の特定多数の者に給食

を提供する施設で53.2％、市町村で93.5％。

(p274)

現状の水準以上を目指す。(p275)

管理栄養士・栄養士の求められる場面は多様化していることから、市町村、長

野県栄養士会及び養成校等と連携協力し、時代の要請に対応できる管理栄養

士・栄養士の育成や確保を図る。(p275)

岐阜県

令和4年、病院で従事する管理栄養士数369人(常

勤のみ)。市町村で従事する管理栄養士・栄養士

数、健康づくり関係71人、高齢福祉関係2人(常勤

換算)。特定給食施設の管理栄養士・栄養士の配置

率64.3％(岐阜市を除く)。(p401)

病院で従事する管理栄養士数373人以上。市町村管

理栄養士・栄養士数85人以上。管理栄養士・栄養

士の事実向上を目的とする研修会への参加人数756

人以上。(p404,405)

医療機関や在宅医療に従事する管理栄養士の増加。高度な専門性を持った管理

栄養士の育成。(p404)

静岡県

2023 年4月現在、保健衛生行政機関に従事する常

勤栄養士は、県の健康福祉センター（保健所）等

に23人、政令市に50人、市町については32市町で

123人（配置率97.0％：政令市を除く）であり、

未配置が１市町ある。

2023 年7月3日現在、特定給食施設に従事する管

理栄養士は947人、栄養士は837人で、病院、介護

老人保健施設、介護医療院を除く栄養士配置率は

76.1％。

2023 年7月3日現在、特定給食施設は66施設のう

ち管理栄養士の配置があるのは56施設(84.8%)

（405p）

地域保健法の基本理念に則った地域住民の健康保持及び増進を推進するために

は、栄養士の全市町配置と資質の向上を図る必要がある。

給食利用者の健康増進及び生活習慣病の予防のためには、栄養士未配置施設の

解消が必要。

栄養管理体制の整備を進めるためには、管理栄養士及び栄養士の資質の向上を

図ることが必要。（405p）

愛知県 －
地域の歯科保健の課題を解決するため、歯科専門職に加え、保健師、管理栄養

士等の多職種を対象とした研修を引き続き実施する必要。（３部２章133P)
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現状値 目標値 課題等

三重県

令和4（2022）年度末現在、県内の給食施設に従

事する管理栄養士は1,010人（特定給食施設679

人、その他の給食施設331人）、栄養士は799人

（特定給食施設560人、その他の給食施設239人）

（51p）　　病院に勤務する管理栄養士は297.9

人、栄養士は89.6人、県内の市町における行政栄

養士数は、保育や福祉分野従事者も含めると85人

（管理栄養士71人、栄養士14人）（52p）

栄養指導や食生活改善指導、食環境の整備の担い手である行政栄養士の確保

と適正な配置が必要。

専門的なサービスの提供に向け、管理栄養士・栄養士の資質の向上が必要。

各分野の職域に所属する管理栄養士・栄養士が、栄養・食生活の課題を共有

し、改善に向けた対応ができるよう、ネットワークの構築や活動拠点との連携

体制を強化。（52p）

滋賀県

令和３年(2021年)度末の特定給食施設における管

理栄養士・栄養士数は、973人（管理栄養士数527

人、栄養士数446人）で全国を下回っている。

（288p）

高齢化の進行に伴い、在宅療養者が増えることを踏まえ、栄養士会など関係機

関と協力しながら、保健、医療、福祉および介護等各分野の管理栄養士・栄養

士の資質向上が必要。県民が生涯を通じて健全な食生活が実践できるよう専門

職による正しい知識の普及啓発が必要。また、地域では災害時における栄養・

食生活支援にも対応できる体制づくりが必要。（288p）

京都府

管理栄養士・栄養士配置率は、84％で、管理栄養

士・栄養士を配置している特定給食施設（病院、

介護老人保健施設、介護医療院を除く）の割合

は、63%（59P)

地域特性に応じた健康づくり・栄養改善事業の充実及び生活習慣の改善のため

の保健指導、高齢者の栄養改善等に関する需要の増大に伴い地域保健における

管理栄養士・栄養士の活動の充実が望まれており、人材の確保・資質向上が必

要（59P）

大阪府

令和 3 年度の特定給食施設における管理栄養士・

栄養士数は、6,342 人

（内訳：管理栄養士数 3,701 人、栄養士数 2,641

人）。人口 10 万対の特定給食施設における管理栄

養士・栄養士数は 72.0（全国 75.8）（444P）

多岐にわたる健康・栄養課題に対応するため、関係機関と連携し、特定給食施

設等関係者や保健・衛生部門などの関係者等を対象とした講習会等や生活習慣

病予防、在宅栄養ケアサービス等の向上に向けた研修会の実施により、管理栄

養士・栄養士の確保と資質向上。（446P）

兵庫県

病院における栄養業務従事者総数1,844人 （管理

栄養士数992人、栄養士数 852人）

市町における栄養業務従事者数 保健所設置5市 79

人、その他 36市町 126人/配置率97.2％）

（42P）

栄養ケア・ステーションの設置拡大が必要。

市町における健康づくり部門のみならず、介護保険部門等他部門への管理栄養

士・栄養士の配置を促進（42P)
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現状値 目標値 課題等

奈良県

特定給食施設等に配置されている管理栄養士・栄

養士数は、1,378人で、その内訳は管理栄養士

808 人、栄養士 570 人。県庁及び県保健所の配置

人数は7名。保健所設置市を除く県内市町村の配置

率は 60.5％。（第７章-3 397P)

管理栄養士、栄養士の役割は重要あり。人材確保及び資質向上が求められる。

（第７章-3 397P)

和歌山県
管理栄養士167、栄養士22（人口10万対）

（304P)

保健師、管理栄養士等の育成や知識・技術の向上に向けた支援。地域と職域に

密着した生活習慣病対策の充実強化（235P)

鳥取県

県内病院に129名勤務（R4）。県内19市町村すべ

てに管理栄養士等の配置があり，県・市町村で39

名（R5.6.1)(p277)

医療技術の高度化や新たな医療需要に適切に対応するため，関係団体等との連

携を図るとともに，関係団体等の実施する研修等を通じて医療技術者の養成や

資質の向上を図る。(p279)

島根県 －

岡山県

給食施設での県内就業数、R５.3月現在2,788人

（うち管理栄養士1,719人）(第10章381P)栄養委

員(6058人）

管理栄養士の資質向上のための研修会の中で、在宅医療における栄養指導の重

要性を普及啓発し、岡山栄養ケアステーションの充実を支援（第7章211P)

地域の推進リーダーである栄養委員の活動は重要であり、人材育成が必要（第9

章349P）

広島県

県内の特定給食施設（特定多数人に対して継続的

に１回100 食以上又は１日250 食以上の食事を供

給する施設）における栄養士・管理栄養士配置率

は、全体で72.１％です。そのうち病院における配

置率は100％(p182)

健全な食生活の実践は、県民の健康寿命の延伸を図るために欠かせません。ま

た、高齢化や疾病構造の変化に伴い、最新の医療及び栄養に関する専門知識を

もって、それぞれの食事情に対応できる人材が求められています。(p301)市町

や施設に勤務する管理栄養士・栄養士に対して、高齢化に伴う食の課題や生活

習慣病予防のための食など、さまざまなニーズに対応できるよう、研修会等を

通じて資質の向上に努める必要。市町や施設の管理栄養士・栄養士に対する技

術支援や、地域保健関係職員研修会や給食施設研修会等の各種研修の機会を通

じて、管理栄養士・栄養士の配置促進や、その育成を図る(p302)

山口県

市町の保健・介護・保険・福祉部門に管理栄養士等が配置されるよう配置促進

に努める。栄養指導や栄養管理・給食管理が求められる給食施設に管理栄養士

の配置を促進。各健康福祉センター，保健所による巡回指導の強化。管理栄養

士等の資質向上のための研修の実施。管理栄養士養成校と連携した管理栄養士

等の養成（p361)
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徳島県

人口10万人当たりでは、管理栄養士、栄養士とも

に、全国平均を上回っていますが、令和2年医療施

設調査において、１病院当たりでみると、管理栄

養士2.4人、栄養士0.4人となっており、全国平均

の管理栄養士2.8人、栄養士0.5人を下回ってい

る。県及び市町村において104人（県29人、市町

村75人）の管理栄養士・栄養士が従事。(p481)

県栄養士会をはじめとする関係機関との連携のもと、需要に応じた管理栄

養士・栄養士の確保と資質の向上に努める。(p481)

香川県

県内の病院に勤務する管理栄養士は常勤換算で

231.4人、栄養士は37.6人で、100床当たりでは

管理栄養士が1.7人（全国平均1.5人）、栄養士が

0.3人（全国平均0.3人）。行政に従事している管

理栄養士等は市町に58人（令和４年６月１日現

在）、県保健所等に14人。(p76)

関係機関と連携し、需要に応じた管理栄養士等の確保と資質の向上に取り組

む。(p76)

愛媛県

月１日現在、県内病院勤務の管理栄養士は常勤換

算で 33 8 .1 人、栄養士は 6 6 .0人、 100 床当

たりでは管理栄養士が 1. 6 人、栄養士が 0.3 人。

衛生行政に従事している管理栄養士は市町に6 8

人、栄養士は 1 4 人、管理栄養士は県保健所等に

1 1 人。(8-5)

・栄養士及び管理栄養士の確保及び質的向上が求められているため、関係団体

等と連携し、栄養士及び管理栄養士の確保に努めるとともに、最新の科学的知

見に基づく研修の充実を図る。・入院患者等に対する生活習慣の改善や栄養指

導等を行う管理栄養士及び栄養士の配置を推進。・行政栄養士の複数配置を促

進するため、セミナー等を開催し、栄養士の重要性を啓発。(8-5)

高知県

地域保健など保健衛生行政に従事する管理栄養

士・栄養士は、令和４年６月現在で県18 人、高知

市15 人、その他市町村41 人であり、中核市であ

る高知市を除いた市町村管理栄養士・栄養士の配

置率は75.8％。(p82)栄養教諭の配置は、県内の

小中学校などに81 人。県内の病院に従事する管理

栄養士・栄養士は、令和２年の病院報告による

と、374.1 人（常勤換算）で、人口10 万人当たり

の従事者数は管理栄養士40.7人，栄養士14.1人。

(p83)

多様化する保健衛生行政のニーズに応えるため、すべての市町村で管理栄養

士・栄養士の配置が求められる。(p82)、適正な栄養管理を行っていくために

は複数の配置や未配置の有床診療所への配置（非常勤であっても差し支えな

い）が望まれる。生活習慣病の重症化予防のためには、無床診療所でも早期に

栄養指導が受けられるように管理栄養士の活用が望まる。(p83)、管理栄養

士・栄養士がいない市町村に対しては配置を、既に配置している市町村に対し

ては、複数人数の配置を促進。栄養教諭の積極的に配置。、医療機関の管理栄

養士・栄養士の需要動向を把握し、人材の確保や養成の在り方、再就職に向け

た支援方法などについて、養成施設や関係団体と協議。(p83)
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福岡県

県内の病院302 施設で従事している管理栄養士は

1,360 人、栄養士は587 人。行政栄養士として栄

養改善業務を担当する県内の管理栄養士・栄養士

は、県（本庁及び県保健福祉（環境）事務所）が

20 人、市町村が204 人。市町村における行政栄養

士の正規職員の配置率は78.3％。

佐賀県

県内の医療施設に従事する管理栄養士・栄養士数

は2022 年度末において、それぞれ326人、203

人。行政管理栄養士・栄養士は61 人。(p218)

医療機関においては、栄養マネジメントや栄養指導を行う管理栄養士のニーズ

がさらに高まっており、傷病者の栄養管理を担う管理栄養士・栄養士の確保が

必要。市町や医療機関等、地域や医療において健康づくり・栄養改善を進める

観点から、管理栄養士・栄養士の資質向上を図ることが必要。(p218)県や栄養

士会等が実施する各種研修会等を通じて資質の向上を図る。県及び保健福祉事

務所での特定保健指導及び健康づくり栄養改善に関する事業の検討会等を通じ

て、市町の行政管理栄養士・栄養士との連携強化と資質向上を図る。(p219)

長崎県

熊本県

市町村配置率86.4%。市町村管理栄養士数66人。

管理栄養士を配置している特定給食施設79.3%。

(p200)

市町村の栄養士・管理栄養士配置率100%。特定給

食施設の栄養士・管理栄養士配置率85%以上。

(p201)

市町村における公衆栄養施策の充実を図るため、管理栄養士や栄養士を配置し

ていない市町村に対し、配置に向けた働きかけ。管理栄養士や栄養士を配置し

ていない特定給食施設に対し、配置に向けた働きかけ。熊本県栄養士会や管理

栄養士の養成を行う大学等との連携により、医療・介護・在宅等での活動に関

する研修などを実施(p201)

大分県

県内の特定給食施設における管理栄養士数は543

人、栄養士数は450 人，配置率76.2%。常勤の市

町村栄養士の配置率はH29で94.4%，R5は1市町

村あたりの配置数3人(p246)

市町村並びに配置率の低い児童福祉施設への栄養士配置を促進。給食施設にお

いて、適切な栄養管理、衛生管理がなされた食事を入所者等に提供することが

重要であることから、給食施設における栄養士の配置を促進。「大分県行政栄

養士育成支援プログラム」を活用し、研修の充実を図るなど保健所の支援の実

施。様々な場において、管理栄養士等が高度な専門性を発揮できるよう、研修

及び生涯学習の充実、情報共有の場の提供を図る。医療機関における栄養サ

ポートチーム・褥瘡対策・緩和ケア・摂食嚥下等チーム医療が普及し、多職種

連携で治療が実施において、管理栄養士・栄養士がその専門性を発揮できる体

制づくりを推進。(p247)
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宮崎県

令和4年4月時点で病院等の給食施設には、現在

1,529人(うち管理栄養士909人)が配置されていま

す。配置率は病院が100.0％、診療所 が73.1％、

老人福祉施設が76.1％、社会福祉施設が67.3％

(p291)

糖尿病等の生活習慣病の予防・治療には、食生活の改善も重要で、利用者 の特

性に応じた栄養管理を充実させるため、管理栄養士・栄養士の未配置施 設の解

消が必要(p293)

鹿児島県

給食施設の栄養士・管理栄養士数1537人。行政栄

養士の配置数は40市町村111人，配置率93.0%。

人口10万人当たりの行政栄養士の管理栄養士数は

6.9人。栄養教諭159人(p149)

県と県栄養士会が共同で，行政栄養士を対象とした研修会を開催。給食施設協

議会と連携して給食施設の管理栄養士を対象とした研修会を開催。特定保健指

導従事者を対象とした研修会を開催。在宅療養者の多様なニーズに対応できる

ように研修会等を通じた管理栄養士を含む他職種の資質の向上を目指す。

(p150)

沖縄県
病院及び診療所に勤務する管理栄養士・栄養士は

10万人あたり31.1人。(p442)

人口10万人あたりの管理栄養士・栄養士数は維

持。不足している医療圏域では維持または増加。

(p444)

医療機関・各種施設における管理栄養士・栄養士の実態把握に努めるとともに

関係団体と連携を図りながら，人材の確保及び資質の向上に取り組む。(p444)
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